
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
の
ヒ
ヤ
制

|
|
清
初
侍
衛
考
序
説
|
|

杉

山

j青

彦

序第
一
節

第
二
節

第
三
節

結

ι岡ヌ
ル
ハ
チ
の
ヒ
ヤ
集
園

ヒ
ヤ
の
職
務
と
特
徴

ヒ
ヤ
制
の
淵
源

五
日

ZE一
回
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序

出

面開

1 

問

題

の

所

在

一
五
八
三
(
明
・
寓
暦
二
)
年
、
建
州
女
直
す
な
わ
ち
マ
ン
ジ
ユ
巳
宮
古
(
満
洲
)
五
部
の
覇
権
争
奪
戦
に
名
乗
り
を
あ
げ
た
ヌ
ル
ハ
チ

Z
R
Z
S
(
一
五
五
九
l
二
ハ
二
六
)
は
、
一
代
の
う
ち
に
全
ジ
ユ
シ
ェ
ン
』
忌

2
(女
同
県
・
女
直
)
諸
部
を
統
て
そ
の
覇
業
は
第
二
代
ホ
ン
タ

イ
ジ
同
O
ロ
ぬ
叶
立
ト
(
位
一
六
一
一
六
|
四
一一
一
)
へ
と
引
き
繕
が
れ
て
い
く
。
こ
の
所
謂
入
関
前
の
時
代
に
お
け
る
支
配
罷
制
は
、
ヌ
ル
ハ
チ
と
同

母
弟
、
ン
ユ
ル
ガ
チ

ω
E
m
R
F
と
の
こ
巨
頭
程
制

(
l
一六
O
九
)
、
五
大
臣
制
の
整
備

(
一
六
一

一
)
、
長
子
チ
ユ
エ
ン
の
ミ

g
m
の
執
政

・
失
脚

97 

(
一
六

一
二
|

二
ニ
)
を
経
て
、
最
終
的
に
八
旗
制
(
一
六
一
五
頃
ま
で
に
成
立
)
へ
と
腸
着
す
る
。
ゆ
え
に
こ
れ
ま
で
の
清
初
政
治
史

・
制
度
史
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研
究
が
、
各
時
期
の
権
力
構
造
と
職
位
、

八
旗
制
の
成
立
過
程
と
そ
の
内
部
構
造
、
そ
し
て
一
門
諸
王

・
重
臣
た
ち
の
権
力
抗
争
、
と
い
っ
た

諸
問
題
の
解
明
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
異
と
す
る
に
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
問
題
を
よ
り
贋
く
捉
え
て
、
国
家
形
成
過
程
一
般
、
権
力
編
成
一
般
の
問
題
と
し
て
嘗
該
期
を
見
直
し
た
と
き
、
従
来
の
研
究
で
は

君
主
の
身
遣
に
仕
え
る
人
々
の
姿
が
稀
薄
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
い
か
な
る
園
家
に
お
い
て
も
、
君
主
の
周
園
に
は
側

近

・
警
護

・
家
内
業
務
等
に
従
事
す
る
集
園
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
清
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
就
中
、
覇
権
闘
争
の
中
で

権
力
を
形
成
し
て
き
た
ヌ
ル
ハ
チ
に
と
っ
て
は
、
そ
の
手
足
と
な
り
、
あ
る
い
は
創
と
も
楯
と
も
な
る
側
近
集
圏
、
謂
わ
ば
親
衛
隊
が
ま
ず
も

っ
て
不
可
鉄
で
あ
ろ
う
。
で
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
の
側
近
集
圏
・
親
衛
組
織
と
は
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
本
稿
の
主

題
と
な
る
ヒ
ヤ
空
苫
(
轄
・
蝦
)
で
あ
る
。

ヒ
ヤ
と
は
、

(l
)
 

モ
ン
ゴ
ル
語
仕
以
下
印
と
同
義
で
入
開
後
に
侍
街
と
渓
誇
さ
れ
、
後
の
定
制
に
お
け
る
皇
帝
の
親
衛
組
織
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
ヒ
ヤ

l
侍
衛
制
に
つ
い
て
の
研
究
は
極
め
て
乏
し
く
、

ゆ
え
に
ま
ず
は
そ
の
草
創
期
、

ヌ
ル
ハ
チ
時
代
の
賓
誼
研
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究
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
基
礎
的
作
業
と
し
て
以
下
の
目
標
を
設
定
す
る
。
第

一
に
、
そ
も
そ
も

未
だ
明
ら
か
で
な
い
ヌ
ル
ハ
チ
の
親
衛
集
固
の
姿
を
、
賓
例
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
そ
れ
ら
親
衛
集
圏
の
職
務
を
復
元

・

分
析
し
、

そ
の
特
徴
を
間
明
す
る
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
淵
源
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
な
り
と
も
見
通
し
を
提
出
す
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
り
、

ク
ル
〆

マ
ン
ジ
ュ

1
大
清
園
勃
興
期
の
権
力
中
植
の
構
造
と
そ
の
特
質
に
光
を
嘗
て
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

2 

研
究
史
と
史
料

ヌ
ル
ハ
チ
は
、
自
ら
創
設
し
た
八
旗
制
下
に
お
い
て
正
賞
・
鍍
黄
二
旗
を
親
率
す
る
と
と
も
に
、
他
の
雨
紅
・
爾
白
・
雨
藍
六
旗
に
は
、
自

(
2
)
 

身
と
亡
弟
、
ン
ユ
ル
ガ
チ
と
の
嫡
子
・
嫡
孫
を
旗
王
と
し
て
分
封
し
て
支
配
せ
し
め
た
。
政
権
傘
下
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
は
ニ
ル

E
E
(牛
羨
)
に

組
織
さ
れ
て
い
ず
れ
か
の
旗
王
に
分
奥
さ
れ
、
そ
の
支
配
を
受
け
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
の
線
韓
で
あ
る
八
旗
と
は
、
入
関
前
に
お
い
て
は
園



家
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
行
政

・
軍
事
上
の
管
轄
程
系
と
し
て
は
、
旗
す
な
わ
ち
グ
サ
∞
回
目
白

(固
山
)
を
頂
黙
と

す
る
グ
サ
ー
ジ
ャ
ラ
ン

E
S
(甲
刷

)
l
ニ
ル
と
い
う
階
層
組
織
龍
系
が
布
か
れ
、

グ
サ
メ
イ
レ
ン
ヨ
2
3ロ
|
ジ
ャ
ラ
ン
|
ニ
ル
の
各
エ

ジ
エ
ン

3
2
と
稽
す
る
八
旗
官
が
任
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
と
は
別
個
に
、
線
兵
官
l
副
将
|
参
将
|
遊
撃
|
備
禦
か
ら
な
る
世
職
制
と

い
う
位
階
制
が
存
し
た
(
[
松
浦
茂

一
九
八
四
]
)。
八
旗
制
下
に
お
い
て
は
、
大
臣
は
通
常
、

八
旗
宮
に
任
じ
ら
れ
て
首
該
単
位
を
管
轄
す
る
と

と
も
に
功
績
に
臨
応
じ
て
授
け
ら
れ
た
世
職
を
帯
び
、
各
自
の
属
す
る
旗
王
を
主
君
と
仰
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

右
の
知
き
制
度
下
、
八
旗
の
主
力
部
隊
は
各
ニ
ル
か
ら
抽
出
さ
れ
る
甲
士
に
よ

っ
て
編
成
さ
れ
、
各
級
の
八
旗
官
が
指
簿

・
管
轄
し
た
。
こ

れ
に
針
し
親
衛
隊
・
近
衛
部
隊
と
目
さ
れ
る
集
圏
に
は
、
ヒ
ヤ
と
パ
ヤ
ラ

E
3
5
(擬
牙
刷
)
の
二
種
が
存
在
す
る
。
パ
ヤ
ラ
は
甲
士
中
か
ら

選
抜
さ
れ
る
精
兵
を
い
い
、
後
に
護
軍
と
漢
稽
さ
れ
る
。
『
大
清
曾
典
』
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
入
開
後
完
成
さ
れ
た
皇
帝
親
衛
箪
は
、
上
三
旗

(
皇
帝
直
属
の
鍍
黄

・
正
賞

・
正
白
旗
)
か
ら
選
抜
さ
れ
領
侍
衡
内
大
臣
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
る
領
侍
衛
府

(侍
衡
庭

・
親
軍
管
)
と
、
八
旗
各
旗

(
3
)
 

か
ら
選
抜
さ
れ
前
鋒
統
領
に
よ

っ
て
指
揮
さ
れ
る
前
鋒
昔
、
同
じ
く
護
軍
統
領
に
よ

っ
て
統
轄
さ
れ
る
護
軍
昔
と
か
ら
な
る
が
、
こ
の
韓
制
は
、
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前
者
が
ヒ
ヤ
集
圏
、
後
二
者
が
パ
ヤ
ラ
兵
か
ら
分
化
・
整
備
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
雨
者
の
う
ち
、
そ
れ
が
ハ

ン

・
ベ
イ
レ
の
軍
事
力
の
根
幹
と
目
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
も

っ
ぱ
ら
パ
ヤ
ラ
に
焦
貼

が
据
え
ら
れ
て
き
た

(
[鴛
淵

一
九
三
八
・
阿
南
惟
敬

一
九
七

一
一
石
橋
祭
雄

一
九
八

一
一
一
九
八
八
]
)。

こ
れ
に
釘
し
ヒ
ヤ
の
重
要
性
に

つ
い
て
は
、

夙
に
三
田
村
泰
助
氏
が
、

『老
棺
』
(
後
述
)
イ
エ
ヘ
ペ
巾
宮
攻
城
戦
時

(
一
六
一

九
年
八
月
)
の
「
寄
せ
手
の
う
ち
、
誰
の
グ
サ
が
先
に
立

っ
て

い
る
か
、
誰
の
グ
サ
が
止
っ
て
い
る
か
と
近
侍
の
ヒ
ヤ
た
ち
ゃ
停
令
を
つ
ぎ
つ
ぎ
指
し
向
け
て
見
届
け
さ
せ
た
」
と
い
う
記
事
を
奉
げ
て
「
こ

れ
に
よ
っ
て
ヒ
ヤ
が
平
時
も
戦
い
に
も
ハ

ン
に
近
侍
し
、
そ
の
宿
昔
に
任
じ
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

(
[三
田
村

一
九
六

一一
一|
六
四、

二
O
八
頁
])。

だ
が
、

ヌ
ル

ハ
チ
時
代
に
お
い
て
は
ヒ
ヤ
は
む
し
ろ
格
競
と
し
て
の
性
格
が
強
か

っ
た
た
め
|
|
ダ
ル

ハ
ン
H

ヒ
ヤ

ロ
印
岳
山
口
回
目
立
の
稀
競
を
授
け
ら
れ
五
大
臣
と
し
て
活
躍
す
る
フ
ル
ガ
ン

u
ヒ
ヤ
出
口
同

m
g
F百
を
筆
頭
に
、
重
臣
に
数
多
く
見
出
さ
れ
る
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|
|
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ヒ
ヤ
の
格
競
を
も

っ
人
物
に

つ
い
て
の
論
及
は
あ

っ
て
も
、

ヒ
ヤ
集
圏
・
ヒ
ヤ
制
そ
の
も
の
の
検
討
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は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ヤ

l
侍
衡
制
の
研
究
は
、
パ
ヤ
ラ
制
と
は
逆
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
入
開
後
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
の

(
4
)
 

捉
え
方
も
、
大
中
十
は
内
廷
官
制
・
八
旗
兵
制
の
一
部
と
し
て
概
観
す
る
に
止
ま
る
。

そ
の
中
で
侍
衛
制
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た

[佐
伯
富
一
九
六
人
]

概
要
を
明
ら
か
に
し
た
重
要
な
論
考
で
あ
り
、
ま
た

は
、
初
め
て
の
専
論
と
し
て
侍
衡
の
職
務
・
地
位

・
選
出
法
な
ど
制
度
的

[常
江
・
李
理
一
九
九
三
]

は
、
典
擦

・
表
記
等
に
問
題
は
多
い
も
の
の
、
史
料

・
事
例

を
博
捜
し
て
成
っ
た
唯
一
の
専
著
と
し
て
慣
値
は
高
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
覗
角
は
、
前
者
の
副
題
に
「
君
主
濁
裁
権
研
究
の
一

働
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
中
園
官
制
史

・
政
治
史
の
観
黙
に
立
脚
し
て
お
り
、
基
本
的
に
入
開
後
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

は
、
政
権
の
中
植
を
構
成
す
る
人
的
集
固
と
し
て
侍
衛
制
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
が
官
僚
的
職
務
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
マ
ン
ジ
ユ
枇
舎
に
お
け
る
主
従
関
係
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
君
主
と
侍
衡
が
多
様
な
結
合
関
係
を
取
り
結
ん
で
主
従
関
係
を
緊

他
方

[陳
文
石
一
九
七
七
]

密
化
し
て
い
た
こ
と
、
侍
衛
組
織
が
政
府
中
植
の
人
的
供
給
源
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
特
質
の
淵
源
を
入
関
前
に
求
め

者
な
ど
と
誇
さ
れ
る
)
な
る
用
語
に
つ
い
て
の
専
論
で
、
そ
の
中
で
増
井
氏
は
、

ハ
ン
・
旗
王
の
重
臣
が
概
ね
グ
チ
ユ
で
も
あ
り
、
就
中
ヒ
ヤ
集
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る
。
ま
た

[
増
井
寛
也
二

0
0

は

マ
ン
ジ
ユ
枇
舎
に
お
け
る
人
的
結
合
関
係
の
一
様
式
を
表
す
グ
チ
ュ
∞
ロ
ロ
ロ
(
朋
友
・
僚
友
、
ま
た
従

閤
こ
そ
最
も
信
任
さ
れ
る
グ
チ
ユ
と
し
て
側
近
の
中
核
を
な
す
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
爾
氏
の
指
摘
は
、

マ
ン
ジ
ュ
ー

清
政
権
の
本
質
に
迫
る
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
成
果
で
あ
る
が
、
陳
氏
は
入
開
後
、
ま
た
増
井
氏
は
グ
チ
ユ
関
係
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る

や
は
り
入
関
前
の
ヒ
ヤ
制
を
専
論
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
の
ヒ
ヤ
制
を
取
り
上
げ
る
所
以
で
あ
る
。

の
で
、

*
な
お
、
私
は
入
開
前
の
ヒ
ヤ
お
よ
び
グ
チ
ユ
閥
係
に
つ
い
て
、
博
士
撃
位
論
文
「
大
清
帝
図
形
成
史
序
説
」
(
卒
成

一一

H

一
九
九
九
年
度
・
大
阪
大

撃
。
要
旨
は

「大
阪
大
準
大
挙
院
文
拳
研
究
科
紀
要
』
四

一
、
二
O
O
て

八
四
|
八
五
頁
)
中
で
一
章
を
設
け
て
専
論
し
て
お
り
、
本
稿
は
そ
の
一
部

に
基
づ
き
つ
つ
大
幅
な
増
補

・
改
稿
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
[
増
井
二

O
O
ニ
は
、
グ
チ
ユ
に
つ
い
て
の
専
論
を
提
示
す
る
と
と
も
に

ヒ
ヤ
の
重
要
性
を
も
指
摘
し
た
も
の
で
、
重
な
り
あ
う
黙
が
非
常
に
多
い
が
、
爾
者
は
そ
れ
ぞ
れ
摺
倒
立
し
て
着
目

・
立
論
し
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
本

稿
で
は
、
先
に
公
刊
さ
れ
た
[
増
井
二

O
O
ニ
を
先
行
研
究
と
し
て
示
す
が
、
彼
我
並
行
後
見
に
係
る
論
旨
に
つ
い
て
は
そ
の
旨
註
記
し
た
。
た
だ
し
、

グ
チ
ユ
に
つ
い
て
の
考
察
は
氏
に
よ
り
蓋
さ
れ
て
い
る
の
で
、

[増
井
二

O
O
ニ
を
参
照
さ
れ
た
い
。



『
奮
槍
』

本
稿
で
使
用
す
る
主
な
史
料
と
そ
の
テ
キ
ス
ト
・

略
稽
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
六
九
)

『
老
槍
』

『
奮
満
洲
槍
』
(
図
立
故
宮
博
物
院
、

H

満
文
老
檎
研
究
曾
語
註
『
漏
文
老
槍
』
(
東
洋
文
庫
、

一
九
五
五
|
六
一
二
)

『満
洲
賓
録
』

「賢
行
事
例
」
槍
H
漏
文
園
史
院
槍

「先
ゲ
ン
ギ
エ
ン
H

ハ
ン
賢
行
事
例
」
(
[
石
橋
崇
雄
二
0
0
0
一
松
村
潤
二
O
O

ニ)

一
九
九
二
)

『
初
集
』

『
績
集
』

『
遁
強
己

H

今
西
春
秋
誇
註

『浦
和
蒙
和
封
誇
満
洲
賓
録
』
(
刀
水
書
房
、

『
八
旗
遇
志
初
集
』
(
乾
隆
四
年
告
成
、
東
北
師
範
大
挙
出
版
社
黙
校
本
)

「
欽
定
八
旗
通
志
』
(
嘉
慶
四
年
校
刊
、
文
淵
閤
四
庫
全
書
影
印
本
)

「
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
」
(
乾
隆
九
年
告
成
、
遼
溶
書
枇

・
遼
海
出
版
枇
影
印
本
)

著
名
な
『
老
檎
』
、
お
よ
び
そ
の
原
資
料
と
な
っ
た
涌
文
槍
加
を
影
印
し
た
『
奮
棺
』
は
、
と
も
に

一
六
O
七
(
蔦
暦
三
五
)
年
以
前
の
巻
頭

(
6
)
 

部
が
鉄
落
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
以
前
に
関
し
て
は
各
種
賓
銭
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
近
年
に
至
り
、
中
圏
第
一
歴
史
檎
案
館
に
お

い
て
「
漏
文
園
史
院
槍
」
な
る
満
文
槍
加
群
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
賓
録
冒
頭
部
分
の
草
稿
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
る

「賢
行

事
例
」
槍
が
震
現
、
松
村
・
石
橋
雨
氏
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
誇
註
が
公
表
さ
れ
た
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。

一
六

O
七
年
以
前
に
つ
い
て
は

「賢
行
事
例
」
槍

・
「
満
洲
賓
録
』
、
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は

(
8
)
 

期
に
わ
た
り
『
初
集
』
・
『
遇
措
巴
は
じ
め
各
種
編
纂
史
料
の
記
事
で
こ
れ
を
補
う
こ
と
を
基
本
方
針
と
す
る
。
満
文
史
料
に
つ
い
て
は
、
表
記

(
9
)
 

の
統
一
の
た
め
上
記
各
テ
キ
ス
ト
の
語
文
を
参
照
し
た
拙
誇
を
用
い
、
該
嘗
頁
数
を
注
記
す
る
。

以
下
本
稿
で
は
、

『
奮
槍
』
に
基
づ
き
、
全
時

第
一
節

ヌ
ル
ハ
チ
の
ヒ
ヤ
集
圏
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賓
録

・
『
奮
檎
』
等
に
お
け
る
ヒ
ヤ
の
初
出
は
、
奉
兵
か
ら
か
な
り
下
っ
た
一
六

O
七
(
寓
暦
三
五
)
年
一
一
一
月
の
記
事
に
み
え
る
「
回
目
お
自

(
叩
)

国
々
と
お
よ
び
「
Z
印巳

E
と
い
う
名
の
}
ロ
ヨ
」
で
あ
る
。
だ
が
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
こ
れ
以
前
、
特
に
奉
兵
嘗
初
の
一
五
八

0
年
代
に
お
い
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て
ヌ
ル
ハ
チ
を
警
護
し
、
共
に
戦
う
親
兵

・
近
臣
が
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
で
は
、

八
旗
形
成
以
前
、

ヌ
ル
ハ
チ
興
起
嘗
初
の
親

兵
・
近
侍
は
ど
の
よ
う
な
人
々
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
ヒ
ヤ
と
稽
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
奉
兵
か
ら
天
命
建

元
に
至
る
時
期
を
、
賓
例
に
即
し
て
跡
づ
け
て
ゆ
く
。

か
ん

ま
ず
、
こ
の
開
の
経
緯
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
嘗
時
の
マ
ン

ジ
ユ
五
部
で
は
、
交
易
の
利
権
争
奪
の
過
熱
と
明
の
統
制
力
低
下
の
た
め
に
、

中
小
領
主

(
ア
ン
バ
ン

2
5ロ
)
が
乱
立
し
て
抗
争
を
繰
り
虞
げ
て
い
た
。

一
五
八
三

(
蔦
暦

二

)
年
二
月、

ヌ
lレ
ノ、

チ
はス

嘗 2
初フ

官官2r 
の庁
主己
程三
度部
にの
す ー
ぎ領

主
で
あ
っ
た
父
租
を
喪
っ
た
ヌ
ル

ハ
チ
は
濁
り
立
ち
を
迫
ら
れ
、

五
月
、
復
仇
の
兵
を
奉
げ
る
。

な
い
小
領
主
か
ら
出
費
し
て
次
第
に
勢
力
を
擦
大
、

一
五
八
七
年
ま
で
に
ス
ク
ス
フ

・
ジ
エ
チ
エ
ン
守
口

2
・
フ
ネ
へ
同
ロ
ロ
巾
宮
三
部
を
お
お

む
ね
平
定
し
て
最
初
の
居
城
・
フ
ェ
ア
ラ
司
巾
〉
Z
城
を
築
城
し
、

八
九
年
ま
で
に
マ
ン
ジ
ユ
五
部
を
ほ
ぼ
制
覇
し
た
。

つ
い
で
嘗
時
強
盛
を

誇
っ
た
海
西
女
直
す
な
わ
ち
フ
ル
ン
国
己

E
四
国
と
の
針
決
に
移
り
、

ハ
ダ
同
色
白
・
ホ
イ
フ
ア
国
O
H
F
・
ウ
ラ

C
E
を
次
々
と
併
合
、
そ
し
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て
一
六

一
九

(天
命
四
)
年
、
サ
ル
フ

ω
R
E
の
戦
で
明
軍
を
粉
砕
す
る
と
と
も
に
、
最
後
に
残

っ
た
イ
エ
へ
を
滅
ぼ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
問
、

一
六

O
三

(寓
暦
三
一
)
年
に
居
城
を
へ
ト
ア
ラ
国
巾

Z
E白
に
移
し
、
序
論
で
整
理
し
た
よ
う
な
圏
家
組
織
の
整
備
を
進
め
て
い
っ
た
。

こ
の
時
期
に
つ
い
て
、
[
常
江
・
李
理
一
九
九
三
、

一
ー
ー
五
頁
]
で
は
、

ω奉
兵
嘗
初
の
家
了
・
奴
僕
の
随
従
、

ωフ
ェ
ア
ラ
時
代
に
お
け

る
侍
衡
の
本
格
的
出
現
、
と
い
う
直
分
を
示
し
て
事
例
を
列
奉
す
る
が
、
そ
の
論
擦
と
な
る
事
例
は
一
五
八
八
年
以
降
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
り
、
論
述
も
概
観
に
止
ま
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
事
例
の
蒐
集
・
考
察
を
行
な
う
。

1 

奉

兵

嘗

初

(一

五
八
三
|
八
七
)

一
五
八
三
年
五
月
の
奉
兵
嘗
初
の
ヌ
ル
ハ
チ
の
戦
力
は
、
著
名
な

「遺
甲
十
三
副
」
を
基
幹
と
し
た
甲
由
同
兵
三

O
騎
と
従
兵
一

O
O名
程
度

に
過
ぎ
ず
、
そ
の
編
成
は
、
例
シ
ユ
ル
ガ
チ
ら
諸
弟
と
刷
奉
兵
前
か
ら
従
っ
て
い
る
エ
イ
ド
ゥ
巴
岳
ら
従
臣
、
例
ア
ン
川
フ
ィ
ヤ
ン
グ
〉
口

出
ヨ
ロ
盟
国
を
筆
頭
と
す
る
家
僕
、
か
ら
な
る
自
ら
の
底
下
を
核
と
し
、
逸
早
く
蹄
附
し
た
ギ
ヤ
今

o
q
g
E
E
泰
主
ガ
ハ
シ
ャ
ン
H

ハ
ス



フ
の
岳
民
自
国

g
E
と
ジ
ヤ
ン
』
山
口
河
築
主
チ
ャ
ン
シ
ユ
の

2
1
E
・
ヤ
ン
シ
ユ
ペ

g
m
E
兄
弟
が
同
盟
者
と
し
て
傘
下
に
従
う
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
(
[
江
嶋
喜
雄
一
九
四
四
、
四
二
九
|
四
一三

頁
一
増
井
二
O
O
て
三
一

一|
三
五
頁
]
)
。
こ
れ
に
封
し
一
族
の
多
く
は
ヌ
ル
ハ
チ
と
激

し
く
封
立
、

た
び
た
び
刺
客
を
放
っ
て
暗
殺
を
園
る
な
ど
、
嘗
初
の
数
年
は
苦
闘
の
連
績
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
ヌ
ル
ハ
チ
の
身
遣
に
は
ど
の
よ
う
な
人
々
が
近
侍
・
随
従
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、

フ
ェ
ア
ラ
築
城
の
一
五
八
七

年
ま
で
の
時
期
に
「
満
洲
賓
録
」
・
「
賢
行
事
例
」
棺
中
で
名
の
明
記
さ
れ
る
家
臣
を
抽
出
し
、
順
治
重
修

『太
祖
武
皇
帝
貫
録
』
の
漢
文
表
記

を
並
記
し
、
参
考
に
乾
隆
四
修
漢
文
本
の
表
記
を
添
え
て
表
1
を
作
成
し
た
。
上
記
の
諸
勝
以
外
で
史
料
に
登
場
す
る
家
臣
と
し
て
は
、

五

八
三
年
八
月
に
領
内
の
フ
ジ
回
目
Z
秦
が
襲
撃
を
受
け
た
際
に
ア
ン
H

フ
ィ
ヤ
ン
グ
と
と
も
に
こ
れ
を
撃
退
し
た
パ
ス
ン
、
同
年
九
月
に
館
に

侵
入
し
た
刺
客
に
殺
害
さ
れ
た
パ
ハ
イ
、
八
四
年
四
月
に
刺
客
を
捕
縛
し
た
ロ

l
ハ
ン
、
八
五
年
四
月
に
ジ
ェ
チ
エ

ン
部
の
兵
を
寡
兵
で
破
つ

た
際
に
後
方
哨
戒
に
配
置
さ
れ
た
、
不
ン
グ
デ
H

ジ
ヤ
ン
ギ
ン
、

ヌ
ル
ハ
チ
兄
弟
と
と
も
に
奮
戦
し
た
ヤ
ム
ブ
ル
・
ウ
リ
ン
ガ
、
そ
れ
に
八
六
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年
に
明
領
に
貫
入
し
た
仇
敵
ニ
カ

ン
川
ワ
イ
ラ
ン

Z
F
2
4〈
3
Fロ
を
追
脱
し
て
討
ち
取
っ
た
ジ
ャ
イ
サ
の
七
名
が
暴
げ
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
身
遁
に
随
侍
し
た
賓
例
と
い
え
る
の
は
パ
ハ
イ
・
ロ

l
ハ
ン
・
ヤ
ム
ブ
ル
・
ウ
リ
ン
ガ
で
あ
り
、
パ
ハ
イ
以
外
の
三
人
は

[常

李
一
九
九
三
、

一ーー
一一一頁
]

で
最
初
期
の
「
侍
従
」
と
し
て
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
表
1
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ロ
l
ハ
ン
ら
三
人
は
、

文
飾
の
著
し
い
乾
隆
四
修
漢
文
本
で
は
「
近
侍
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
常
・
李
爾
氏
も
そ
れ
に
擦
っ
た
よ
う
だ
が
、
最
も
古
形
を
と
ど
め
る

順
治
重
修
本
お
よ
び
そ
の
草
稿
で
あ
る

「
賢
行
事
例
」
槍
で
は
、
何
れ
も
「
家
人
」
「
σoOH」
と
あ
っ
て
、
涌
漢
文
と
も
に
「

r
qと
あ
る
い

は
「
侍
」
字
は
な
い
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
満
洲
語
ゲ
0
2
は
「
家
」
を
意
味
す
る

σ
o
o
に
属
格
ル
が
副
え
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は

(
日
)

「{家人」

「
家
僕
」
の
意
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
は
、
{
ゑ
僕
が
家
内
業
務
の
一
環
と
し
て
宿
直
し
て
い
た
事
例
と
、
身
遣
に
庖
従
す
る
が

ゆ
え
に
近
侍
し
て
戦
っ
た
事
例
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
専
任
の
宿
衛
・
親
衛
兵
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
こ
と
を
よ
り
明
ら
か
に
示
す
の
が
、
身
遺
警
護
の
例
で
は
な
い
が
、

一
五
八
三
年
八
月
の
フ
ジ
秦
の
戟
の
雨
名
で
あ
る
。
{
貫
録
漢
文
で
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は
双
方
に
か
か
る
よ
う
に
「
部
将
」
と
冠
さ
れ
て
い
る
が
、
「
賢
行
事
例
」
槍
満
文
で
は
「
同
日

σ
g
(大
臣
)」・
2
0
0
こ
と
書
き
分
け
ら
れ
て
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表 1

年次 人名 f満洲貫録H 賢行事例j総尚文*f武皇帝貫録』漢文 乾隆四修漢文本

1583.8 アン=7イヤング Amba Fiyangg口gebungge

amban [Amba Fiyanggo 部勝雄科落把土魯 部将碩翁科羅巴圃魯
Songkoro Baturu da gebuJ -巴宗 安費揚古及巴遜

ノくス ノ booi Basun i gebungge niyal田a

9ノfノ、ィ Pahai gebungge niyalma 部落臥i海 従人的措T

1584.4 ローノ、ン booi Loohan i gebungge niyalma 家人老漠 近侍洛渓

1585.4 ネングテ・=ジャン amala karun sindaha Neng. 
後哨章金能古特 後l哨能古徳章京

ギン gude Janggin 

ヤムブJレ
近{寺顔布線 冗凌鳴 lbooi Yambulu， Uringga 家人楊布蔽著書凌剛

ウリンガ

1586 ジャイサ Jaisa gebungge niyalma 戒沙 Z器薩

1587.8 エイドゥ Eidu Baturu 厄一都把土魯 巴闘魯額亦都

お
り
、
パ
ス

ン
も
家
僕
が
状
況
・
能
力
に
時
応
じ
て
戦

っ
た
事
例
の
一
つ
で
あ
る
こ

*アン=フィンヤングーローハンは「賢行事例」椴，それ以外は 『満洲貧録j尚文に よる。

と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
、

パ
ト
ゥ
ル

(勇
士
)
競
を
も

っ

「
大
臣
」
ア
ン
H

フ

ィ
ヤ
ン
グ
自
身
も
元
来
家
僕
の
出
で
、
抜
群
の
勲
功
に
よ
り
大
臣
に
列
せ
ら
れ
た

人
物
で
あ
る
か
ら

(
[
増
井

一
九
九
六

一
九
二
|

一
九
三
頁
])、
判
明
す
る
初
期
の

事
例
の
ほ
と
ん
ど
は
家
人
の
随
従
の
一
環
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

『満
洲
{
貫
録
』
・
「
賢
行
事
例
」
槍
に
現
れ
る
家
臣
は
、
上
記

の
エ
イ
ド
ゥ
ら
数
名
を
除
き
、
漢
文
本
の
表
記
に
関
わ
り
な
く
何
れ
も
家
僕
で
あ

り
、
そ
の
職
務
に
針
し
で
も
ヒ
ヤ
の
稽
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
賓
録
に
そ

の
名
が
顛
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
の
出
自
が
分
明
せ
ず
、

(
は
)

も
額
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
の
誼
左
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
代

- 104-

し
か
し
、
近
侍
・
親
衡
の
事
例
と
し
て
停
わ
る
も
の
は
、
以
上
だ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
次
に
、
賓
録
に
み
え
な
い
が
傍
記
史
料
中
に
「
侍
衛
」
あ
る
い
は
「
随

侍」

・
「
近
侍
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
人
物
、

お
よ
び
身
連
警
護
の
賓
例
を
抽
出
し
て

表
2
を
作
成
し
た
。

ま
ず
、
最
初
に
蹄
附
し
た
ガ
ハ
シ
ャ
ン
H

ハ
ス
フ
は
、
奉
兵
翌
年
の

一
五
八
四

(寓
暦

二
乙

年
正
月
に
マ
ル
ド
ウ
ン
冨
白
己

E
山
奏
で
待
ち
伏
せ
に
遭
い
落
命

す
る
の
で
、
傍
に
「
随
侍
」
と
あ
る
遁
り
泰
兵
直
後
か
ら
行
動
を
共
に
し
て
い
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、
次
の
パ

ン
ブ
リ

ω
2
H
Eユ
は
清
室
の
疎
族
で

(
[増

井

一
九
九
六

一
九
O
|

一
九

一
頁])、

マ
ル
ド
ウ
ン
・
ム
キ
冨
crF
地
方
の
勢
力
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表2

年次 人名 関連記事 出典

1583 ガハシャン=ノ、スフ 随侍 dahalame 『通譜J巻12本俸

1584 バンプリ 少侍太組高皇帝

se asihan i fon ci taidzu dergi huwangdi 『初集J巻203本傍

be weilembihe 

ローノ、ン 少事太租高皇帝

se asihan de taidzu dergi h日wangdibe 『初集j巻210本傍

weileme 

太組高皇帝毎行軍時，随侍不離
『通譜J巻74本俸

daruhai dahalame umai aljaha ba aku 

高皇帝賞議.抜矯侍衡。 『噺亭績録』巻 3r洛翰」
チマタ 太租高皇帝時来錆，隷満洲正藍旗，任侍衡 I績集』巻175r阿爾津」停

1585 ヤングリ 其父郎柱，篤庫爾略部長。初坊戴太租高皇

帝，時過往来。太租厚遇之，命其子楊古利
『初集』巻146本俸

入侍 ereijui yangguri be han口 takura-

bume，以女妻駕，賜T害額尉。ー時年甫十回。

1587 アドゥン

ナチブ

1588 フルガン

ハライ 太租高皇帝，以巴賓篤親衛 gocikahiya 
『初集』巻158r郭申巴圃

曾有王家村人構兵，太祖命巴費率族衆攻村
魯」停

南面。

ポルジン 初名博爾菅，於太租高皇帝時，率戸口*錆，

授侍従轄 hancidahalara hiya sindaha，因 『初集』巻162本俸

名博爾管轄。

ンフノて 侍衡 『綴集j巻171r博爾菅」傍

-各種編纂史料より「随侍Jr侍術Jなどと記される人物を嫡出し，活動の確認される時期また

は蹄順時期に基づいて整理した。

• r初集j， r通譜』は満文本の該首箇所を並記した。長文の場合は漢文の下線部に封贈する箇所

のみ並記した。
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に
よ
る
ヌ
ル
ハ
チ
謀
殺
の
陰
謀
を
阻
止
し
た
と
俸
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
雨
地
は
へ
ト
ア
ラ
盆
地
か
ら
蘇
子
河
に
沿
っ
て
下
る
街
蓮
上

(
日
)

の
要
地
で
、
増
井
氏
は
こ
の
暗
殺
未
遂
事
件
を
、
該
地
勢
力
に
よ
る
ガ
ハ

シ
ャ
ン
H

ハ
ス
フ
殺
害
で
緊
張
が
高
ま
る

一
五
八
四
年
正
月
以
前
の

こ
と
と
す
る

(
[増
井
一
九
九
九
、
五
0
・五
二
頁
]
)。

で
あ
れ
ば
バ
ン
プ
リ
も
、
お
そ
ら
く
拳
兵
富
初
か
ら
の
近
侍
の
一
人
と
み
る
こ
と
が
で
き

ょ
う
c

た
だ
し
、
商
者
と
も
「
『
ミ
白
」

・
「
侍
街
」
と
い

っ
た
表
記
は
み
ら
れ
な
い
。

ヌ
ル
ハ
チ
は
こ
の
年
六
月
、
報
復
に
マ
ル
ド
ゥ
ン
山
秦
を
攻
め
て
こ
れ
を
抜
い
て
い
る
の
で
、

そ
の
東
南
方
の
ム
キ
地
方
が
従
属
し
た
の
も

こ
れ
以
前
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ム
キ
地
方
で
著
名
な
の
は
イ
ル
ゲ
ン
H

ギ
ヨ
ロ

日記
3
0
5『
O

氏
の
ア
ル
タ
シ
〉
F
S
H
-
族
で
、
表
2
に

「
侍
衡
に
任
ぜ
ら
る
」
と
あ
る
チ
マ
タ
?
自
白

g
は
そ
の
弟
で
あ
る
。
た
だ
し
「
績
集
』
は
満
文
本
が
な
い
た
め
涌
文
は
確
認
で
き
ず
、
時
期

も
は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
ヤ
ン
グ
リ
ペ
g
m
m
己
ロ
(
一
五
七
二
|
一
六
三
七
)
は
、
著
姓
シ
ユ
ム
ル
似
ロ
ヨ
己
叶
口
氏
の
出
で
ク
ル
カ
関
口
円
宮
部
長

の
嗣
子
で
あ
り
、

の
ち
に
五
大
臣
に
次
ぐ
重
臣
と
な
る
。
彼
が
「
入
侍
」
し
て
エ
フ
巾
P
(額
樹
、
漢
語
の
鮒
馬
の
意
)
と
な
っ
た
の
は

一
四
歳

一
五
八
五

(市内暦

二
ニ
)
年
以
前
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
一
五
八
七
年
の
項
目
に
拳
げ
た
二
名
は
、
本
人
の
停
記
史
料
は
存
し
な
い
も
の
の
、

の
ち
に
ヒ
ヤ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

っ
て
こ
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以
前
で
あ
る
か
ら
、

の
時
期
に
蹄
参
し
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
後
年
「
〉
仏

E
回目可白」

(後
掲
[
4
|
B
]
)
の
稽
で
現
れ
る
ア
ド
ゥ
ン
は
、

フ
ネ
へ
部
に

属
す
る
ジ
ヤ
ク
ム
同
県
司
自
己
一
地
方
の
有
力
氏
族
タ
タ
ラ
叶
巳
日
白
氏
の
出
で
、
そ
の
母
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
生
母
の
妹
に
嘗
た
る

(
[
杉
山
清
彦
二
0
0

一
a
、
第
二
節
]
)
。
こ
の

一
族
は
同
年
六
月
ま
で
に
は
蹄
参
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
(
[
増
井
一
九
九
九
、
五
O
頁])、

ア
ド
ゥ
ン
の
腸
順

も
お
そ
ら
く
そ
の
前
後
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ナ
チ
ブ
は
、

ヒ
ヤ
競
の
初
出
と
し
て
先
述
し
た
「
Z
印
三
宮
と
い
う
名
の
ど
可
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

ナ
チ
ブ
な
る
人
物
は
『
通
譜
』
で
も
同
名
異
人
が
多
い
が
、
ニ
ル
の
繕
承
を
記
す
『
初
集
」
「
旗
分
志
」
の
正
藍
旗
第
四
参
領
第
三
佐
餌
の
記

フ

ネ

へ

事
に
「
轄
那
努
布

目
百

Z
R
F
E」
の
名
が
み
え
る
の
に
封
し
、
『
績
集
』
同
箇
所
で
は
「
護
み
て
旗
珊
を
按
ず
る
に
、
那
斉
布
は
瑚
納
和
地

(

刊
日

〉

方
の
人
に
係
る
」
と

い
う
註
記
が
あ
る
た
め
、
フ
ネ
へ
地
方
イ
ル
ゲ
ン
H

ギ
ヨ
口
氏
の
ナ
チ
ブ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
同
地
の
イ
ル
ゲ
ン

H

ギ
ヨ
口
氏
と
し
て
は
、
該
部
勢
力
に
よ
る
ヌ
ル
ハ
チ
毒
殺
の
陰
謀
を
通
報
し
て
阻
止
し
た
フ
ミ
セ
出
回
目
的
?
な
る
人
物
が
お
り
、
こ
れ
も



増
井
氏
の
綴
密
な
考
誼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
件
は
一
五
八
七
年
六
月
以
前
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
(
[
増
井
一
九
九
九
、
四
九
頁
]
)
、
同
地

の
ナ
チ
ブ
の
持
参
も
お
そ
ら
く
そ
れ
以
前
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

ア
ド
ゥ
ン
の
ヒ
ヤ
競
の
初
出
は
一
六
一

O
年
、
ナ
チ
ブ
の
そ
れ
は
一
六

O
七

年
な
の
で
、
雨
者
と
も
蹄
参
嘗
初
の
稽
競
・
職
責
は
知
り
え
な
い
。

以
上
の
知
く
、

一
五
八
七
年
以
前
の
時
期
に
お
い
て
、
各
種
史
料
か
ら
ヌ
ル
ハ
チ
の
身
遣
に
鹿
従
し
警
護
に
嘗
た
る
人
々
の
姿
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
編
年
史
料
に
現
れ
る
事
例
は
、
全
て
家
僕
暦
が
朕
況

・
能
力
に
感
じ
て
従
事
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
表
2
に

示
し
た
よ
う
に
、
漢
文
で
「
陛
侍
」
・
「
入
侍
」
な
ど
と
あ
っ
て
も
涌
文
に
「
「
ミ
と
と
あ
る
例
は
全
く
な
く
、
ヒ
ヤ
な
い
し
侍
衛
で
あ
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
そ
の
時
期
が
こ
の
時
代
に
ま
で
湖
る
か
ど
う
か
は
、
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
は

出
せ
ず

ヌ
ル
ハ
チ
が
土
木
だ
中
小
ア
ン
パ
ン
の
一
人
で
あ
っ
た
時
代
だ
け
に
な
お
職
務
は
未
分
化
で
、
専
従
の
親
衛
隊
と
ま
で
呼
べ
る
組
織
・
集
聞
は
見

ヒ
ヤ
の
稽
も
ま
だ
存
在
し
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
同
時
に
、
勢
力
・
門
地
の
大
小
・
高
下
は
あ
れ
、
蹄
順
し
た
ア
ン
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パ
ン
屠
の
随
従
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
、
若
年
で
の
随
侍
の
事
例
が
見
出
せ
る
こ
と
は
、
後
年
の
萌
芽
と
し
て
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

2 

フ
ェ
ア
ラ
時
代

(一

五
八
七
1

一六
O
三
)

ヌ
ル
ハ
チ
の
蘇
子
河
・
津
河
流
域
制
覇
の
形
勢
が
ほ
ぼ
定
ま
る
と
、

一
五
八
八

(蔦
暦

ニ
ハ
)
年
四
月
ご
ろ

ド
ン
ゴ
ロ
g
m
m
o
方
面
よ
り

ス
ワ
ン

ω戸
豆
、

2
・
ド
ン
ゴ
・
ヤ
ル
グ
ペ
町
宮
の
三
部
長
が
各
々
一
族
郎
黛
を
引
き
連
れ
て
来
蹄
し
た
。
こ
れ
が
ヌ
ル
ハ
チ
の
覇
権
を
事
賓
上

決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
貫
録
が
こ
れ
を
以
て
マ
ン
ジ
ユ
統

一
と
領
す
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
ヤ
ル
グ

黍
長
フ
ラ
フ
同
巳
与
口
の
子
フ
ル
ガ
ン

(
一
五
七
六

一
六
二
三
)
こ
そ
、

ヒ
ヤ
競
の
初
出
と
し
て
現
れ
、
後
に
ダ
ル
ハ
ン
H

ヒ
ヤ
の
稀
競
を
授

け
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
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ア
ン
パ
ン

[
l
]
ペ釦『∞同

の
秦
の

出
巳
与
口
と
い
う
名
の
大
人
は
、
自
ら
の
兄
弟
の
一
門
の
者
共
を
殺
し
、
隷
民
を
率
い
て
従
い
来
た
の
で
、
太
組

ア
ン
パ
ン

(
凶
)

ωロ
吋
巾
切

2
F
は
そ
の
子
回
目
梶
山
口
を
自
ら
の

2
0
5
姓
に
入
れ
、
子
と
し
て
養
っ
て
、
第
一
等
大
臣
と
し
た
。
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「
ωE月
四

2
-巾
」
と
は
、

一
六

O
六
年
以
前
の
ヌ
ル
ハ
チ
の
稽
競
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

(
口
)

フ
ル
ガ
ン
は
ギ
ヨ
ロ
(
魔
羅
)
姓
を
賜
姓
さ
れ

養
子
と
さ
れ
た
と
い
い
、
こ
の
と
き
彼
は
一
三
歳
で
あ
っ
た
。
彼
が
い
つ
の
時
黙
で
ヒ
ヤ
の
稽
競

・
職
務
を
輿
え
ら
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な

(

昨

日

)

い
が
、
俸
に
は

「上
の
撫
育
の
恩
に
感
じ
、
誓
ふ
に
戎
行
に
死
を
殺
さ
ん
こ
と
を
以
て
し
、
戦
に
出
づ
る
毎
に
親
ち
前
鋒
と
な
る
」
と
あ

っ
て、

養
子
と
し
て
ま
た
重
臣
と
し
て
、
彼
が
奮
闘
し
た
こ
と
を
惇
え
る
。

ド
ン
ゴ
部
が
来
降
す
る
と
、
最
後
に
残
っ
た
濁
立
勢
力
は
建
州
街
正
系
の
名
門
ワ
ン
ギ
ヤ
巧
g
m
m
H苫
部
の
み
と
な
る
(
[増
井

一
九
九
七
]
)。

ヌ
ル

ハ
チ
は
、
同
年
後
宇
か
ら
翌
八
九
年
初
め
に
か
け
て
阿
部
に
出
兵
し
て
こ
れ
を
降
し
、
名
賓
と
も
に
マ
ン
ジ
ユ
統
一
を
達
成
し
た
。

ワ
ン
ギ
ヤ
氏
首
長
屠
に
つ
い
て
は
、
次
の
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

[
2
l
A
]
西
刑
巴
札
爾
固
費
目

S
Z
E門
官
戸
、
:
:
:
太
組
高
皇
帝
の
時
、
所
部
を
率
ゐ
て
来
錆
し
、
初
め
牛
同
一
水
を
編
し
て
牛
奈
の
事

を
管
せ
し
め
、
五
大
臣
の
列
に
預
か
ら
し
む
。
発
巳
年
、
付
爾
佳
斉

明
，E
-
令
官
ロ
の
兵
と
戦
ふ
に
、
常
に
太
組
の
大
昔
に
在
り
て
翼
街
し

て
功
あ
り
。
恰
達

同
山
岳
の
西
武
庫
巴

E
E、
叔
貝
動
を
射
ん
と
し
て
、
第
二
矢
を
設
す
る
に
、
西
刷
巴
、
身
を
以
て
鏑
鋒
に
嘗
り
、
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中
り
傷
つ
き
て
残
す
。

ポ
ル

ジ
ン

[2

B

]
博
爾
音
、
:
:
:
太
組
高
皇
帝
の
時
、
戸
口
を
率
ゐ
て
来
蹄
し
、
即
ち
こ
れ
を
轄
せ
し
む
。
佐
領
に
任
ぜ
ら
れ
て
満
洲
鍍
紅
旗

フ

ル

ギ

ヤ

チ

ン

ラ

パ

リ

J

テ

ク

に
隷
し
、
尋
ゐ
で
侍
衛
を
授
け
ら
る
。
嘗
て
富
勤
佳
斉
を
征
す
る
に
従
ふ
に
、
博
爾
菅
の
族
弟
侍
衛
西
刷
布
、
恰
達
の
錫
特
庫
の
爾
矢
を

(

川

口

)

射
中
す
る
所
と
な
る
も
、
博
爾
音
、
其
の
矢
を
抜
き
て
還
り
射
て
、
遂
に
錫
特
庫
を
建
す
。

記
事
中
の
フ
ル
ギ
ヤ
チ
と
は

ハ
ダ
領
内
で
、
「
発
巳
年
」
と
あ
る
よ
う
に
こ
の
戦
い
は

一
五
九
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
雨
記
事
に
よ
れ

ば
、
「
侍
従
轄
」
(
表
2
)
と
さ
れ
る
ボ
ル
ジ
ン
と
、
そ
の
「
族
弟
」
シ
ラ
パ
が
と
も
に
こ
の
と
き
既
に
「
侍
衛
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
シ
ラ
パ

え
る
嘗
時
の
ヌ
ル
ハ
チ
の
稽
競

「
ω己
認
∞

2
r
/
淑
動
員
動
」
の
漢
字
表
記
の
錯
筒
、

が
身
を
以
て
庇
っ
た

「叔
貝
勤
」
と
は
、
満
文
本
で
も
「
巾

2
5
Z
L巾
(
叔
父
の
ベ
イ
レ
)」
と
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
を
、
史
料

[
1
]
に
も
み

お
よ
び
そ
の
涌
誇
と
考
え
る
。
同
じ
記
事
中
に

「常
に

太
組
の
大
昔
に
在
り
」
と
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
考
え
を
支
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。



諸
史
料
に
よ
れ
明
こ
の
戟
は
自
領
襲
撃
に
謝
す
る
報
復
と
し
て
ハ
ダ
の
フ
ル
ギ
ヤ
チ
奏
を
急
襲
し
た
も
の
で
、
撤
牧
に
際
し
ヌ
ル
ハ
チ
は

伏
兵
を
仕
掛
け
た
地
黙
ま
で
ハ
ダ
兵
を
誘
き
出
す
た
め
に
自
ら
殿
と
な
っ
て
戦
い
、

ア
ン
H

フ
ィ
ヤ
ン
グ
と
と
も
に
前
後
四
騎
の
敵
と
鍔
迫
り

合
い
を
演
じ
た
と
い
う
。
そ
の
際
の
手
勢
は
わ
ず
か
に
騎
兵
三

・
歩
丘
二
二
だ
っ
た
と
い
い
、

フ
ル
ギ
ヤ
チ
察
襲
撃
時
の
v

」
と
か
撤
牧
時
の
こ

と
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ボ
ル
ジ
ン

・
シ
ラ
パ
が
ヌ
ル
ハ
チ
に
雇
従
し
て
戦
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
「
侍
衡
」
と

明併
さ
れ
あ
る
い
は
ヒ
ヤ
の
稽
を
も
っ
人
物
が
、
賓
際
に
ヌ
ル
ハ
チ
の
護
衛
に
嘗
た
っ
て
い
る
最
初
の
例
で
あ
る
。

こ
の
事
例
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

ワ
ン
ギ
ヤ
部
の
最
終
的
な
制
塵
(
一
五
八
八
|
八
九
年
)
か
ら
わ
ず
か
四
年
絵
り
で
し
か
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
蹄
参
聞
も
な
い
ボ
ル
ジ
ン
と
シ
ラ
バ
が
、
肢
に

「侍
衛
」
に
充
て
ら
れ
、
賓
際
に
ヌ
ル
ハ
チ
を
護
衛
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た、

こ
の
と
き
戟
浸
し
た
シ
ラ
パ
が
既
に

「侍
衛
」
だ
け
で
な
く
ジ
ヤ
ル
グ
チ
(
断
事
官
)
の
稽
競
を
も
ち

「
五
大
臣
之
列
」
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
も
注
意
さ
れ
る
。
新
参
の
彼
ら
が
重
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
勢
力

・
門
地
の
大
き
さ

・
高
さ
が
背
景
に
あ
る
に
相
違
な
い

(
[
増
井
一
九
九
七
、
七
九
頁
]
)
。
と
同
時
に
、
そ
の
ボ
ル
ジ
ン

・
シ
ラ
パ
が
最
前
線
で
ヌ
ル
ハ
チ
に
雇
従
し
て
い
る
こ
と
は
、

い
か
に
高
く
遇

-109-

さ
れ
よ
う
と
、
あ
く
ま
で
ヌ
ル
ハ
チ
と
主
従
の
開
係
に
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

な
お
、

ワ
ン
ギ
ヤ
部
を
め
ぐ
っ
て
は
、

い
ま
一
つ
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。
表
2
に
示
し
た
パ
ラ
イ
(
ニ
ユ
フ
ル
罫

ozz氏
、
エ
イ
ド
ゥ
の

同
族
)
は
、
俸
に
「
親
衛
」
、
満
文
本
に
は
「
∞
0
2
E
E
3
(親
随
の
ヒ
ヤ
)」
と
あ
り
、
後
段
の
「
王
家
村
巧

g
m
c
z
r
g
m印
刷
自
の
人

の
兵
を
構
ふ
る
あ
り
」
が
巧
目
的
∞
ミ
印
H
H

ワ
ン
ギ
ヤ
部
と
の
戦
闘
を
指
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
同
部
と
初
め
て
交
戦
し
た
一
五
八
四
(
高
暦
一

一一)
年
九
月
、
な
い
し
同
部
攻
略
の
一
五
八
八
|
八
九
年
、
可
能
性
と
し
て
は
八
八
年
後
半
の
ワ
ン
ギ
ヤ
城
攻
略
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
代
の
追
記
の
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
も
の
の
、
満
文
で
ヒ
ヤ
と
明
記
さ
れ
る
最
初
の
例
と
い
え
る
。
パ

ラ
イ
は
、

波
年
か
ら
逆
算
す
る
と
一
五
六
六
(
嘉
靖
四
五
)
年
の
生
な
の
で
、

ヒ
ヤ
と
し
て
の
活
動
は
二

O
歳
前
後
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
後
、
右
の
フ
ル
ギ
ヤ
チ
戦
直
後
の
グ
レ

C
C
B
山
の
戦
で
フ
ル
ン
連
合
軍
を
撃
破
し
た
ヌ
ル
ハ
チ
は
、

一
五
九
九
(
寓
暦
二
七
)
年
に

109 

ハ
ダ
を
滅
ぼ
し
、

一
六

O
一
年
に
は
全
住
民
を
領
内
へ
強
制
移
住
さ
せ
て
完
全
に
併
合
し
た
。
次
に
奮
ハ
ダ
支
配
層
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
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『老
棺
』
ム
ク
ン
H

タ
タ
ン
表
(
族
籍
表
)
と
し
て
知
ら
れ
る
一
六
一

O
(寓
暦
三
八
)
年
の
貢
勅
配
嘗
表
中
で
は
、

ハ
ダ
王
家
嫡
系
の
ウ
ル

グ
ダ
イ
d
£
E
2
を
筆
頭
と
す
る
奮
王
族

・
重
臣
が
、
多
数
の
釘
明
入
貢
権
の
配
嘗
を
受
け
て
い
る
が

(
[三
田
村

一
九
六
三
六
回
、
第
六
節
]
)、

(
幻
)

そ
の
中
に
み
え
る

「
Z
o
o
Eコ
回
目
可
釦
」
は
ハ
ダ
王
族
の
一

人
で
、
以
後
も
ヒ
ヤ
競
を
帯
び
て
現
れ
る
。

ま
た
、

後
年
康
回
…
帝
幼
時
の
輔
政
大
臣
の
最
長
老
と
し
て
知
ら
れ
る
ソ

ニ
ン

ω
25
(ワ
|一

ムハ六
七
)
は
、
『
初
集
』
の
本
俸
に

[
3
]
索
尼
巴
克
什

ω
0
3ロ
切
岳
白
、

大
島
ナ
士
希
一
拍
巴
克
什
目
な
切
岳
包

の
兄
碩
色
巴
克
什
似
O
印叩

切白

EH
の
長
子
な
り
。
太
租
高
皇
帝

龍
興
す
る
に
、
索
尼
、
父
碩
色
に
随
ひ
て
恰
達
園
よ
り
衆
を
率
ゐ
て
来
続
す
。
:
:
:
索
尼
、
早
く
よ
り
家
撃
を
承
け
て
満

・
漢

・
蒙
古
文

に
粂
通
し
、
文
館
に
在
り
て
事
を
制
御
ず
。
初
め
頭
等
轄

3
E
]巾
円
程
ピ
ヨ

に
任
ぜ
ら
れ
、
大
兵
の
征
討
に
随
ひ
て
、
向
ふ
所
功
あ
り
。

ハ
ダ
よ
り
婦
参
し
て
頭
等
H

一
等
ヒ
ヤ
と
な
っ
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
。
ソ
ニ
ン
が
父
に
伴
わ
れ
て
蹄
参
し
た
の
は
ハ
ダ
滅
亡
か

と
あ
っ
て
、

ら
そ
れ
ほ
ど
隔
た
ら
ぬ
時
期
と
み
ら
れ

(
[
紳
田
信
夫一

九
六
O
、
四
六
|
四
七
頁
])
、
少
年
時
代
か
ら
ヒ
ヤ
と
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ソ

ニ
ン
一
族
は
名
族

ヘ
シ

ェ
リ
国
巾
佐
江
氏
で
、
文
事
を

「家
挙
」
と
し
た
と
あ
る
よ
う
に
大
圏
ハ
ダ
で
も
相
蓄
な
地
位
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、

こ
れ
も
前
出
フ
ル
ガ
ン

・
ボ
ル
ジ
ン
あ
る
い
は
奮
ハ
ダ
王
族
と
同
様
の
事
例
と
い
え
よ
う
。

ハ
ダ
の
併
合
に
伴
い
、

ヌ
ル
ハ
チ
は
一
六

O
三
(
寓
暦
三
一
)
年
に
、
手
狭
に
な
っ
た
フ
ェ
ア
ラ
城
か
ら
ヘ

ト
ア
ラ
城
へ
遷
都
す
る

(
1
一六

一
九
)。

こ
れ
ら
ハ
ダ
併
合

・
ヘ
ト
ア
ラ
遁
都
が

一
五
八
七
年
の
フ
ェ
ア
ラ
築
城
に
つ
ぐ
次
の
劃
期
を
な
す
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ

ヤ
披
が
確
{
貫
に
現
れ
る
の
は
こ
の
へ

ト
ア
ラ
時
代
で
あ
り
、
抵
述
の
如
く
一
六

O
七
年
に
フ
ル
ガ
ン
H

ヒ
ヤ

・
ナ
チ
ブ
H

ヒ
ヤ
が
賓
録

・
『奮

槍
』
に
現
れ
、

一
六

一
O
年
の
ム
ク
ン
u
タ
タ
ン
表
に
は
ア
ド
ウ

ン
H

ヒ
ヤ

・
モ
1
パ
リ
H

ヒ
ヤ
の
名
が
み
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
天
命
建
元
以
前
に
お
い
て
、
親
衛

・
側
近
と
し
て
の
ヒ
ヤ
集
圏
が
段
階
的
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



第
二
節

ヒ
ヤ
の
職
務
と
特
徴

l 

ヒ

ヤ

の

職

務

で
は
、

ヒ
ヤ
は
ど
の
よ
う
な
職
務
に
首
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
[
常
・
李
一
九
九
三
、

五
ー
八
頁
]

は
、
ヒ
ヤ
の
職
務
と
し
て
、
常
に
ハ

ン
に
随
侍
す
る
こ
と
と
宮
門
の
警
備
と
を
指
摘
し
て
、
事
例
を
列
島
学
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
つ

つ
、
よ
り
詳
細
に
み
て
み
た
い
。

①
常
時
ハ
ン
に
近
侍
す
る
こ
と
。

前
記
の
知
く
、
『
奮
槍
』
イ
エ
ヘ
攻
城
戦
時
に
ヒ
ヤ
が
近
侍
し
て
監
軍
・
侍
令
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
く
だ
り
が
あ
り
、
ま
た
ヒ
ヤ
の
稽

競
を
も
っ
者
が
戦
場
で
庖
従
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
の
シ
ラ
パ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
近
侍
の
記
事
を
掲
げ
よ
う
。

国
口
包
ロ
白
山
口
者
山
と
い
う
名
の
山
を
放
園
し
て
行
く
時
:
:
:
、

[
4
|
A
]
 
ハ
ン
が
狩
搬
に
出
て
、

ハ
ン
に
側
近
く
従
い
行
く

∞
己
〕
『
印
ロ
m
山
何
回
出
回
以
『
印
シ
」
、

ハ
ン
に
食
事
を
供
す
る

J

ヘ島

2
2
と
が
言
、
つ
に
は
、

[
4
l
B
]
 
ハ
ン
の
右
側
に
立
っ
た
〉
含
ロ
目
立
と
、
左
側
に
立
っ
た
何
己

g
H
H
U
r
2
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
か
ら
迎
え
に
行
き
、
八
大

(
幻
)

ハ
ン
の
前
に
捧
げ
た
。

臣
が
脆
い
て
持
っ
た
書
を
受
け
取
っ
て
、

[
4
A
]
 は
、
『
奮
槍
』
天
命
元
年
の
直
前
に
ま
と
め
て
自
記
さ
れ
た
ヌ
ル
ハ
チ
の
事
蹟
の
一
節
で
、
正
確
な
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
、

ブ

ヤ
ン
グ
H

ヒ
ヤ
な
る
人
物
が
狩
識
に
障
行
し
て
い
る
こ
と
を
惇
え
る
。

[
4
l
B
]
は
、
天
命
元
年
元
旦
の
ハ
ン
位
即
位
式
の
く
だ
り
で
、
こ

の
輝
か
し
い
式
典
に
お
い
て
、
書
記
官
筆
頭
の

エ
ル
デ
ニ
H

パ
ク
シ
と
並
ん
で
、
ジ
ャ
ク
ム
地
方
タ
タ
ラ
氏
の
ア
ド
ゥ
ン
H

ヒ
ヤ
が
侍
立
し
て

い
る
。以

上
の
よ
う
に
、

ヒ
ヤ
は
戦
時
・
平
時
と
も
に
ハ
ン
に
常
時
近
侍
し
て
い
た
。

111 

②
平
時
の
宮
殿
警
備
。
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[

5

]

[

二
ハ
一
二
年
九
月
]
初
七
日
の
晩
、
冨

S
F
5
2
百
日
の
同

2
の
家
の
一
モ
ン
ゴ
ル
人
が
ハ
ン
の
屋
敷
の
門
に
入
っ
た
こ
と

を
、
門
を
監
覗
し
て
い
た
二
キ
ル
の
パ
ヤ
ラ
の
者
や
、
屋
敷
内
を
監
視
し
て
い
た
ヒ
ヤ
た
ち

(rqgo)
は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
。
[
そ
の

モ
ン
ゴ
ル
人
は
、
門
を
]
入

っ
て
ハ
ン
の
居
る
家
の
西
の
側
壁
を
周
り
行
っ
て
、
北
側
の
入
り
口
か
ら
入
る
の
を
女
ら
が
知
っ
て
告
げ
た

の
で
、
J

へ
2
5
・己門日

g
g
-
〉

Z
ユ
が
捕
え
た
。
そ
の
罪
を
、
初
八
日
に
法
に
よ
っ
て
審
理
し
断
じ
た
こ
と
。
「
ハ
ン
が
選
ん
で
門
を
見

張
れ
と
委
ね
た
ヒ
ヤ
た
ち
、
汝
ら
は
そ
の
よ
う
な
悪
人
が
門
を
入
っ
て
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
門
を
見
張
っ
た
と
て
何
の
盆
が
あ
ろ
う
か
」

と
罪
と
し
て
、
二
キ
ル
の
二
十
人
を
、
十
ず
つ
鞭
打
っ
た
。
∞
白
骨
と
い
う
者
に
は
、
「
汝
を
ハ
ン
は
登
用
し
て
大
臣
と
し
、
参
将
の
職

と
ヒ
ヤ
の
名
を
輿
え
て
子
と
し
て
養
っ
た
の
に
、
養
っ
た
思
を
思
っ
て
そ
の
よ
う
な
悪
者
が
入
っ
た
の
を
な
ぜ
追
及
し
よ
う
と
せ
ず
、
知

(M
)
 

ら
な
か
っ
た
の
か
」
と
罪
と
し
て
、
参
柏
村
の
職
を
革
め
、
遼
東
以
来
賞
輿
し
た
全
て
の
も
の
を
み
な
浸
牧
し
た
。
(
傍
線
引
用
者
)

か
ん

(
天
命
四
六
)
年
の
間
頻
繁
に
遷
都
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
こ
の
年
入
っ
た
遼
陽
城
で
の
不
始
末
で
あ
る
。

ヌ
ル
ハ
チ
は
二
ハ
一
九
|

こ
の
記
事
は
、
門
衛
の
失
守
と
し
て
常
・
李
雨
氏
が
、
ま
た
、

パ
ヤ
ラ
が
開
奥
し
て
い
る
こ
と
か
ら
石
橋
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
て
い
る

パ
ヤ
ラ
の
ヒ
ヤ
(
白
侍
衛
宮
口
m
m
q
g
E官
、
傍
線
部
川内川

(
お
)

同
)
が
門
を
守
り
、
屋
敷
内
の
見
張
り
に
は
ヒ
ヤ
(
川
)
が
従
事
し
た
、
と
整
理
し
て
お
り
、
ヒ
ヤ
が
宮
殿
警
備
に
嘗
た
っ
て
い
る
こ
と
、

ま

(
[常・

李
一
九
九
三
、
六
|
八
頁
一
石
橋
一
九
八
て
六
|
七

・
一
七
頁
])
。
石
橋
氏
は
、

た
ヒ
ヤ
に
二
種
の
匿
分
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
の
顔
鰯
れ
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
、
川
と
川
が
同
一
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
屋
敷
内
を
監
視
し
て
い
た
ヒ
ヤ
」
の
名
が
分
明
す
る
。

こ
の
三
人
の
筆
頭
に
奉
が
る
ヤ
ス
ン
は
、
パ
ト
ゥ
ル
披
を
も
っ
近
臣
の
一
人
と
し
て

「
奮
棺
』
に
頻
出
す
る
。
ま
た
責
任
を
問
わ
れ
た
パ
ダ
は
、

「子
と
し
て
養

っ
た
」
人
物
で
あ
っ
て
、
世
職
で
は
参
将
の
地
位
に
在
り
、

ヒ
ヤ
と
し
て
警
備
の
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

フ
ル
ガ

ン
と
同
じ
く
養
子
と
さ
れ
た
人
物
が
、
賓
際
に
宮
殿
警
備
に
嘗
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
宮
殿
警
備
の
賓
例
と
し
て
は
、
『
初
集
』
「
呉
奔
己
σ
色

」

停

に

、

ヒ

ヤ

で

あ

っ

た

ウ

(
お
)

パ
イ
が
「
薩
讃
牛
向
一
水

ω巳
S
Z
E
下
の
一
人
の
、
二
人
を
刺
殺
し
て
宮
殿
に
奔
入
す
る
あ
り
。
呉
奔
、
徒
手
に
て
こ
れ
を
執
ふ
」
と
あ
り
、

一
六
二
六
(
天
命
一
一
)
年
の
こ
と
と
し
て
、



侵
入
者
を
捕
ら
え
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ウ
パ
イ
(
一
五
九
六
|
一
六
六
五
)
は
大
姓
グ
ワ
ル
ギ
ヤ
の
口
毛
色

m
q白
氏
出
身
で
、

功
で
知
ら
れ
る
ウ
リ
カ
ン
ロ
ロ

w
g
の
長
子
で
あ
る
か
ら
、
名
門
に
し
て
功
臣
の
出
で
あ
る

(
[
杉
山
二
O
O
一
n
d

、

グ
レ
山
の
戦

一
八
頁
]
)
。

こ
れ
ら
諸
例
か
ら
、

ヒ
ヤ
が
卒
時
に
お
い
て
宮
殿
警
備
に
嘗
た
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

①

ハ
ン
の
側
近

・
近
侍
と
し
て
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
任
務
の
委
任
。

川
使
者

-・
後
年
、
同
盟
国
と
な
っ
た
モ

ン
ゴ
ル
の
ホ
ル
チ
ン
部
長
オ
l
パ

O
o
g
に
封
す
る
問
責
の
中
に
、
「
そ
の
後
、
再
び
イ
エ
へ
に
輿
し
て
、
我

(
幻
)

が
切
ミ
自
信
回
目
立
を
殺
し
た
」
と
い
う
一
僚
が
み
え
る
。
こ
の
人
物
は
、
先
の

[
4
l
A
]
に
み
え
る
ブ
ヤ
ン
グ
u
ヒ
ヤ
の
こ
と
と
思
わ

れ
、
イ
ェ
ヘ
滅
亡
す
な
わ
ち
一
六
一
九

(天
命
四
)
年
以
前
に
出
使
し
て
殉
職
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

ω出
征

-
・
ウ
ラ
を
大
破
し
た
一
六

O
七

(高
暦
三
五
)
年
の
烏
碕
巌
の
戦
の
記
事
に
、

ヒ
ヤ
競
の
初
出
と
し
て
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

フ
ル
ガ

ン
H

ヒ
ヤ

・
ナ
チ
ブ
日
ヒ
ヤ
の
名
が
み
え
る
。
ナ
チ
ブ
は
「
我
が
二
子
が
戦
で
馬
に
乗

っ
て
攻
め
れ
ば
そ
の
身
を
見
守
り
行
け
。
馬
か
ら
下
り
て
攻

め
れ
ば
馬
の
手
綱
を
執
れ
」
と
て
長
子
チ
ユ
エ
ン

・
次
子
ダ
イ
シ
ャ

ン
り
ど
朗
自
に
附
け
ら
れ
て
お
り
、
結
局
任
務
不
履
行
で
庭
罰
さ
れ
る
の

で
は
あ
る
が
、
補
佐
・
監
軍
の
任
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
こ
の
戟
い
で
活
躍
し
た
フ
ル
ガ
ン
は
、

一
六

O
九
年
に
は
一
千
の
兵
を
率
い
て

東
方
フ
イ
エ
出
口
苫
路
に
出
征
し
、
そ
の
功
に
よ
り
ダ
ル
ハ
ン
H

ヒ
ヤ
の
稀
競
を
授
け
ら
れ
た
。

フ
ル
ガ
ン
の
場
合
は
一
等
大
臣

・
五
大
臣
と
い
っ
た
別
の
職
責
に
由
来
す
る
も
の
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
軍
功
に
封

し
授
け
ら
れ
た
の
が
ダ
ル
ハ
ン
H

ヒ
ヤ
の
格
競
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ヒ
ヤ
の
職
務
の
例
に
数
え
て
よ
か
ろ
う
。

川
行
政

・
軍
事
等
の
官
職
粂
任
に
よ
る
国
務
参
輿

な
お
、

-
・
ヒ
ヤ
の
多
く
が
、
随
時
の
出
任
に
止
ま
ら
ず
、
五
大
臣
は
じ
め
国
政
の
要
職
に
就
任
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ダ
ル
ハ

ン
H

ヒ
ヤ
即
ち
フ
ル
ガ

113 

ン
は
最
年
少
で
五
大
臣
に
列
し
、
後
に
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
都
堂
が
新
設
さ
れ
る
と
、

ア
ド
ウ
ン
H

ヒ
ヤ
と
と
も
に
こ
れ
に
ス
ラ
イ
ド
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し
て
い
る

(
[
松
浦
一
九
九
五
、
二
四
一
|
二
四
三
・
二
六
七

二
七

一
頁
]
)。

ま
た
八
旗
の
編
成
に
伴
い
、
多
く
の
ヒ
ヤ
が
例
ヌ
ル
ハ
チ
直
属
の
爾

黄
旗
の
首
脳
を
構
成
す
る
と
と
も
に
、

川
他
の
六
旗
に
配
属
さ
れ
、
グ
サ
以
下
の
各
車
位
を
指
揮
す
る
と
と
も
に
若
年
の
旗
王
を
補
佐
し
た
。

例
え
ば
ヌ
ル

ハ
チ
直
属
の
雨
黄
旗
で
は
、
正
黄
を
フ
ル
ガ

ン
、
鍍
黄
を
ア
ド
ゥ
ン
が
率
い
、
ボ
ル
ジ
ン
は
ダ
イ
シ
ャ
ン
摩
下
の
爾
紅
旗
で
鍍
紅

旗
グ
サ
イ
H

エ
ジ
エ
ン
を
務
め
た

(
[
阿
南

一
九
六
七、

二
五
六
|
二
五
八
頁
])。

ま
た

二
ハ
一

八

(天
命
三
)
年
四
月
の
撫
順
攻
略
後
の
論
罪
記
事

(
お
)

ナ
チ
フ
が
「
五
ニ
ル
の
主
」
と
し
て
名
前
が
奉
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヒ
ヤ
た
ち
は
、
そ
の
格
競
を
帯
び
た
ま
ま
一
般
の
大

に
お
い
て
、

臣
と
同
じ
よ
う
に
世
職
と
八
旗
官
の
双
方
を
授
け
ら
れ
、
さ
ら
に
国
務
ポ
ス
ト
を
粂
務
す
る
こ
と
で
園
政
に
も
参
輿
し
た
。

ヌ
ル
ハ
チ
時
代
の
ヒ
ヤ
は
、
少
な
く
と
も
大
別
①

l
③
の
三
つ
の
職
務
に
従
事
し
て
い
た
。
佐
伯
氏
は
入
開
後
の
御
前
侍
衡
の
職
務

と
し
て
、
氏
の
強
調
す
る
間
諜
以
外
に
、

①
天
子
の
護
衛
、

②
上
論

・
上
奏
惇
達
や
出
使
な
ど
側
近
と
し
て
の
用
務
、

①
要
務
・
要
職
の
委
任

以
上
、

を
拳
げ
て
い
る
が

(
[
佐
伯

一
九
六
八
、

三
二
五

|
一一一一一
人
頁
]
)、
か
か
る
特
徴
は
す
で
に
入
関
前
、

ヌ
ル
ハ
チ
時
代
に
淵
源
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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2 

ヒ

ヤ

の

特

徴

次
に
、
こ
れ
ら
の
職
務
に
任
じ
る
ヒ
ヤ
の
特
徴
を
考
察
し
よ
う
。

①
地
位
・
身
分

ヒ
ヤ
の
地
位

・
身
分
を
明
確
に
規
定
し
た
史
料
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
例
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、

ヒ
ヤ
に
は
、
ボ
ル
ジ
ン
H

ヒ
ヤ

の
如
く
人
名
に
連
稽
さ
れ
る
稽
競
に
近
い
場
合
と

[
5
]
に
み
え
る
、

パ
ヤ
ラ
の
中
か
ら
選
抜
さ
れ
た
警
護
兵
を
い
う
場
合
と
が
あ
る
。
こ

の
う
ち
前
者
の
用
例
は
、

ヒ
ヤ
の
稽
を
帯
び
た
ま
ま
さ
ま
、ざ
ま
な
官
職
に
就
任
し
て
い
る
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
組
織
を
構
成
す
る
も
の

で
な
く
個
人
の
稽
競
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
物
理
的
に
近
侍
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
本
質
は
親
臣
の
格
競
と
い
う
黙
に
あ

る
と
い
え
よ
う
(
[
陳
一
九
七
七
、
六
二
五
頁
]
)。

こ
の
よ
、つ
に
、

ヒ
ヤ
に
は
親
臣
の
稽
競
と
し
て
の
ヒ
ヤ
と
、
警
護
組
織
と
し
て
の
ヒ
ヤ
と
の



二
種
の
用
例
が
あ
り
、
二
重
構
造
を
な
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

[5]
で
ヤ
ス

ン
・
パ
ダ
が
警
備
に
責
任
を
負

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
種
は
別
の
系
統
を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
上
下
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

他
方
、
格
競
と
は
い
う
も
の
の
位
階
制
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

の
職
」
と

「
ヒ
ヤ
の
名
」
と
が
別
個
に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
容
易
に
看
取
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
親
臣
に
授
け
ら
れ
る
格
競
は
ヒ
ヤ
だ
け

[5]
の
パ
ダ
の
例
に
お
い
て
、
世
職
の

「参
将

で
は
な
く
、
乗
稽
を
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
。
例
え
ば
、

[3
]
で
み
た
よ
う
に
ソ
ニ
ン
は
ヒ
ヤ
で
は
あ
っ
た
が
史
料
上
も
っ
ぱ
ら
パ
ク
シ
の

稀
で
登
場
し
、

ヤ
ス
ン
も
ヒ
ヤ
で
な
く
パ
ト
ゥ
ル
競
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ヤ
が
パ
ト
ゥ
ル
・
パ
ク
シ
な
ど
と
と
も
に
、
側
、
近

(
鈎
)

に
奥
え
ら
れ
る
稀
競
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
ヒ
ヤ
は
警
護
職
そ
の
も
の
の
み
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、

ま
た
ヒ
ヤ
の
み
が
側
近
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ヒ
ヤ
の
地
位
の
特
殊
さ
を
窺
わ
せ
る
好
個
の
事
例
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(
鈎
)

ヤ
ス
ン
が
慮
罰
さ
れ
る
際
に
「
衆
諸
王
・
諸
大
臣
・
ヒ
ヤ
た
ち
」
で
協
議
さ
せ
た
と
あ
り
、
ヒ
ヤ
の
慮
罰
に
際
し
ヒ
ヤ
集
圏
が
合
議
に
加
わ
っ

ームー
ノ、

(
天
命
六
)
年
五
月
、

R
υ
 

て
い
る
の
で
あ
る
。

②
出
自
・
来
源

出
自
の
特
徴
と
し
て
は
、
絞
上
の
諸
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
婦
順
し
た
勢
力
の
主
要
者
、
特
に
首
長
格
の
系
統
の
人
物
が
ほ
と
ん
ど
を

占
め
て
い
る
こ
と
が
著
し
く
、
そ
の
な
か
で
も
若
年
の
子
弟
が
目
立
つ
。
[
常
・
李
一
九
九
三
、
三
l
四
頁
]

で
は
、
来
源
と
し
て
①
家
僕
・

従
者
か
ら
の
陸
任
、
②
跨
順
首
長
屠
の
子
弟
、
③
部
下
か
ら
選
抜
し
た
勇
士
、
④
一
族
・
重
臣
の
子
弟
、
の
四
種
を
奉
げ
る
が
、
①
は
極
初
期

の
機
構
未
整
備

・
機
能
未
分
化
の
故
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
主
た
る
来
源
は
後
三
者
で
あ
り
、
以
上
の
諸
例
に
お
い
て
も
家
僕
の
粂
務
は
み
ら

れ
な
い
。
こ
れ
は
圏
勢
の
伸
長
に
伴
う
組
織
分
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
、
奮
首
長
格
の
人
物
が
、
客
分
・
同
盟
者
と
し
て
で

は
な
く
護
衛
・
従
者
と
し
て
主
従
関
係
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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③
人
材
養
成
機
関
と
し
て
の
役
割



116 

①
②
の
事
賞
か
ら
、

ヒ
ヤ
の
出
身
・
地
位
の
高
さ
と
、

ヒ
ヤ
制
が
政
権
中
植
の
人
材
プ
l
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
な

か
で
も
年
少
者
が
目
立
つ
こ
と
は
、
文
字
通
り
の
養
成
・
養
育
機
関
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
著
名
な

フ
ル
ガ
ン

(
一
三
歳
)
の
外
、
次
に
紹
介
す
る
エ
イ
ド
ゥ
の
子
イ
ル
デ
ン
ロ
仏

g
と
前
出
ウ
パ
イ
の
事
例
が
興
味
深
い
。

ニ
ュ

フ
ル

エ
イ
ド
ゥ
家
の
漢
文
家
譜
『
鍍
責
旗
鉦
枯
縁
氏
弘
毅
公
家
譜
」
(
乾
隆

一
二
年
初
修

・岡
三
O
年
緩
修
、
抄
本
、
不
分
巻
、
東
洋
文
庫
裁
)
に
、
以

下
の
記
事
が
あ
る
。

[6]
八
世
弘
毅
公

[
エ
イ
ド
ウ
]
第
十
子

イ
ル

テ
ノ

盆
か
登
、
丙
申
年
正
月
初
三
日

〈明
蔦
暦
二
十
四

[
一
五
九
六
]
年
〉
に
生
る
。
該
提
の

時
に
嘗
り
、
象
貌
豊
俊
な
り
て
常
見
と
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
太
租
高
皇
帝
、
愛
で
て
こ
れ
を
宮
中
に
撫
す
。
八
九
歳
の
時
、
晩
聞
に
群
見

と
同
に
棲
上
に
戯
む
る
る
に
、
太
租
高
皇
帝
、
群
見
の
謄
量
を
試
さ
ん
と
欲
し
、

一
人
を
し
て
異
形
を
矯
り
て
以
て
こ
れ
を
恐
嚇
せ
し
む
。

ウ

パ

イ

群
児
こ
れ
を
見
て
憧
れ
て
奔
走
す
る
者
あ
り
。
敢
て
動
作
せ
ざ
る
者
あ
る
は
、
惟
だ
公
と
呉
奔
の
二
人
な
る
の
み

0

・:・
:

太
祖
高
皇
帝
、

賛
し
て
日
く
「
此
の
二
子
、
後
必
ず
巴
園
魯
と
矯
ら
ん
」
と
。
愈
々
愛
養
を
加
ふ
。
年
十
四
五
な
れ
ば
、
即
ち
軍
中
に
在
り
て
行
走
せ
し

め
、
精
々
長
ず
れ
ば
授
け
て
侍
衡
と
矯
す
。

イ
ル
デ
ン
と
ウ
パ
イ
は
と
も
に
一
五
九
六
年
生
で
、
数
え
の
八
歳
以
前
、
す
な
わ
ち
遅
く
と
も
一
六

O
三

(
寓
暦
三
こ

年
以
前
の
フ
ェ
ア

ラ
時
代
に
宮
中
に
入
れ
ら
れ
て
養
育
さ
れ
た
と
い
う
。
イ
ル
デ
ン
は
、
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
一
六

O
九
年
頃
に
は
戦
陣
へ
随
従
し
は
じ
め
て
、

そ
れ
か
ら
数
年
内
に
「
侍
衡
」
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ウ
パ
イ
も
二
ハ
一

O
年
頃
か
ら
戦
場
で
活
躍
、

一
ム
ハ
一
八
|
一
九
(
天
命
三
|

(
泊
)

フ
ル
ガ
ン
同
様
ギ
ヨ
ロ
姓
を
賜
姓
さ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

四
)
年
頃
に
巻
狩
で
功
を
認
め
ら
れ
て
「
轄
}
ロ
ヨ
」
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、

(
犯
)

『{ゑ譜
』
に
よ
れ
ば
ウ
パ
イ
は
エ
イ
ド
ウ
の
娘
を
妻
っ
て
お
り
、
イ
ル
デ
ン
と
ウ
パ
イ
は
同
い
年
で
共
に
育
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
義
兄
弟

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ウ
パ
イ
は
、
傍
に
よ
れ
ば
ヌ
ル
ハ
チ
と
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
二
代
に
わ
た
っ
て
公
主
降
嫁
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
妻
す
な
わ
ち
エ
イ
ド
ゥ
家
と
の
姻
縁
を
理
由
に
二
度
と
も
断
っ
た
と
い
う
。

以
上
の
事
例
か
ら
、

ω臣
下
の
子
弟
を
宮
中
で
養
育
し
て
敬
育
・
訓
練
を
施
す
と
と
も
に
そ
の
素
質
を
試
し
、
そ
れ
に
臨
応
じ
て
登
用
し
て
い



る
こ
と
、

ω君
主
で
あ
る
ヌ
ル
ハ
チ
と
の
問
、
ま
た
共
に
養
育
さ
れ
た
ヒ
ヤ
同
士
の
聞
に
強
い
繁
が
り
が
存
す
る
こ
と
、
同
そ
れ
が
君
主
・
同

(お
)

輩
と
の
通
婚
や
賜
姓
な
ど
擬
制
家
族
的
関
係
下
へ
の
包
婦
と
い
う
形
で
具
程
化
・
緊
密
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

は
成
人
の
場
合
で
も
、
随
侍
す
る
中
で
薫
陶
を
受
け
資
質
を
見
定
め
ら
れ
る
と
い
う
黙
に
お
い
て
基
本
的
に
同
じ
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
、
私
は
こ
の
よ
う
な
君
主
と
の
密
接
・
輩
固
な
関
係
が
ヌ
ル
ハ
チ
直
属
の
雨
黄
旗
に
お
い
て
顕
著
に
看
取
さ
れ
る
こ
と
を
論
詰
し
た

が
(
[
杉
山
二

O
O
一a
、
一
八
|
二

O
頁
]
)
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
ヒ
ヤ
の
多
く
は
雨
黄
旗
に
属
し
て
い
た
。

エ
イ
ド
ゥ

一
族
・
フ
ル
ガ
ン
一

族
・
ア
ド
ウ
ン
一
族
・
ウ
パ
イ
・
パ
ダ
ら
は
少
な
く
と
も
ヌ
ル
ハ
チ
晩
年
、
正
黄
旗
に
所
属
し
て
お
り

(
[岡、

第
1
・
2
節
お
よ
び
表
1
]
)、
ま

(
M
M
)
 

た
ヤ
ス

ン
は
鍍
黄
旗
に
所
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
爾
黄
旗
は
、
ヌ
ル
ハ
チ
と
非
常
に
緊
密
な
関
係
を
も
っ
人
々
の
集
圏
で

あ
り
、
質
的
に
も
他
旗
を
塵
倒
す
る
最
有
力
軍
圏
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
(
[
問
、

二
九
頁
]
)
と
い
う
前
稿
の
結
論
と
一
致
す
る
。

な
お
、

ヒ
ヤ
へ
の
採
用
は
、
車
に
恩
顧
・
信
任
の
表
れ
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
間
町
参
者
を
そ
れ
ほ
ど
時
聞
を
空
け
ず
に
編
入
す
る
例
が
多
い

(お
)

一
種
の
人
質
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
節
で
み
た
フ
ル
ガ
ン
の
牧
養

あ
る
い
は
ボ
ル
ジ
ン
・
シ
ラ
パ
の

「
侍
衛
」
は
、
そ
の
貫
一
面
で
人
質
、

一
面
で
臣
下
と
し
て
の
再
教
育
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、

④
家
政
機
関
・
書
記
局
と
の
関
係

ヒ
ヤ
は
、

ハ
ン
の
身
遣
に
仕
え
る
集
固
と
し
て
家
政
機
関
と
、
ま
た
ハ

ン
の
側
近
・
近
侍
と
し
て
書
記
局
と
、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
関
係
し
て

い
た
。
先
に
み
た

[
4
1
A
]
 
で
は
、
ブ
ヤ
ン
グ
N

ヒ
ヤ
と
と
も
に
「
食
事
を
供
す
る
」
ヤ
カ
ム
な
る
側
近
が
随
行
し
て
お
り
、

ヒ
ヤ
即
ち
親

衛
隊
と
家
政
機
関
と
が
一
釘
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
他
方
、

[
4
1
B
]
で
は
、
即
位
式
の
左
右
に
ア
ド
ゥ
ン
H

ヒ
ヤ
と
書

ハ
ン
の
側
近
の
雨
輪
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も

記
集
圏
の
長
エ
ル
デ
ニ
川
パ
ク
シ
が
侍
立
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
親
衛
隊
と
書
記
局
と
が
、

の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が

[
3
]
の
ソ
ニ
ン
川
パ
ク
シ
の
ケ
l
ス
で
あ
り
、
彼
は
満
蒙
漢
文
に
通
じ
て
文
舘
に
属
し
な

が
ら
も
、
同
時
に
頭
等
H

一
等
ヒ
ヤ
で
も
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
③
に
お
い
て
指
摘
し
た
宮
中
で
の
養
育
は
、
こ
れ
ま
で
む
し
ろ
書
記
官
に
お
い
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て
著
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(
[
紳
田
一
九
六
O
、
四
八
|
四
九
頁
]
)。

こ
の
よ
う
に
、
親
衛
隊

(ヒ
ヤ
プ
書
記
局

(
パ
ク
シ

・
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ピ
ト
ヘ

シ

E
p
g
)
・
家
政
機
関

(ボ
l
イ
)
三
者
そ
れ
ぞ
れ
が
ハ
ン
側
近
を
構
成
し
、
こ
れ
ら
三
組
織
の
聞
に
は
相
互
に
密
接
な
関
係
が
存
し

(
お
)

た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
旗
王
の
ヒ
ヤ
の
存
在

先
に
み
た
よ
う
に
八
旗
各
旗
に
ヌ
ル
ハ
チ
の
ヒ
ヤ
が
出
任
し
て
い
た
が
、
各
旗
王
に
も
自
身
の
ヒ
ヤ
が
存
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ネ

エ
ン

Z
3
2
の
グ
ワ
ル
ギ
ヤ
氏
の
イ
エ
ジ
ユ
ン
ゲ
ペ
巾
豆
諸
問
巾
は
、
停
に
「
貝
勤
の
轄
員
宮
己
巾

H
F
H立
を
授
け
ら
る
」
と
あ
り
、
そ
の
後
ウ
ラ
征

(
幻
)

服
戦
で
戦
死
し
て
い
る
か
ら
、
遅
く
と
も

一
六

一
一一一
(
高
暦
四

一)
年
以
前
、
既
に
ヌ
ル
ハ
チ
以
外
の
ベ
イ
レ
も
ヒ
ヤ
を
有
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
ま
た
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
時
代
に
活
躍
す
る
ヒ
ル
ゲ
ン

F
a
g
の
俸
に
は
、

「初
め
太
宗
文
皇
帝
に
藩
邸
に
於
て
随
侍
す
」
と
あ

(
お
)

っ
て
、
即
位
前
か
ら
仕
え
て
い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
入
開
後
の
定
制
で
は
皇
帝
の
ヒ
ヤ
を
侍
街
、
旗
王
の
そ
れ
を
護
衛
と
稀
し
、
と

(
ぬ
)

も
に
ヒ
ヤ
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
に
湖
る
の
で
あ
る
。
他
方
こ
の
こ
と
は
、

ハ
ン
が

一
面
で
賞
旗
の
旗
主
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
と
も
い
え
る
。

以
上
①
l
⑤
の
特
徴
を
通
覧
し
た
と
き
、
警
護
と
い
う
本
来
の
任
務
に
止
ま
ら
な
い
、
ヒ
ヤ
と
い
う
人
間
集
園
の
本
質
が
み
え
て
く
る
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
ヒ
ヤ
制
は
、
川
親
信
の
臣
を
近
侍
さ
せ
て
手
足
と
し
て
用
い
、
凶
そ
の
子
弟
を
将
来
の
政
権
幹
部
と
し
て
養
成
・
選
抜
し
、

さ
ら
に

ω新
附
者
を
質
子
と
し
て
留
め
お
く
と
と
も
に
臣
下
と
し
て
位
置
づ
け
な
お
し
て
い
く
と
い
う
、

ヌ
ル
ハ
チ
権
力
の
中
植
を
構
成

・
再

生
産
す
る
人
間
組
織
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
ヒ
ヤ
集
圏
へ
の
編
入
は
、
賜
姓

・
通
婚

・
養
子
と
い
っ
た
方
策
と
と
も
に
、
君
主
と
の
人

格
的
紐
帯
の
強
化
、
ひ
い
て
は
贋
義
の
家
族
員
へ
の
取
り
込
み
と
し
て
機
能
し
、

ヌ
ル
ハ
チ
は
こ
れ
ら
の
関
係
を
多
様
か
つ
多
重
に
取
り
結
ぶ

こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
ア
ン
パ
ン
暦
を
、
自
ら
を
君
主
に
し
て
父
と
す
る
関
係
の
下
に
位
置
づ
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
も
端
的
に
表

れ
て
い
る
の
が
、
ヒ
ヤ
に
許
さ
れ
た
、
思
恵
と
し
て
の

「父
な
る
ベ
イ
レ」

の
呼
稀
で
あ
る。

[
7
]
十
四
日
に
、

ハ
ン
が
言
、
つ
に
は
、
「
側
近
の
ヒ
ヤ
た
ち
、
主
だ
っ
た
衆
大
臣
た
ち
は

『父
な
る
ベ
イ
レ

(Z
H
Z
ω
目
印
)
』
と
言
え
。



婿
と
な
る
者
は

『
妻
の
父
な
る
ベ
イ
レ
』
と
呼
べ
。
園
人
は
『
ハ
ン
』
と
言
う
が
よ
い
」
と
言
っ
て
書
を
書
い
て
見
せ
て
、
「
父
」
と
呼

(
引
)

べ
る
者
を
定
め
た
。
〈
側
近
の
ヒ
ヤ
た
ち
・
諸
大
臣
が

「父
な
る
べ
イ
レ
」
と
言
っ
た
の
は
、
問
自
の
愛
顧
を
直
別
す
る
も
の
で
あ
る
〉

こ
こ
に
、

ハ
ン
と
ヒ
ヤ
と
の
聞
の
、
父
子
に
擬
せ
ら
れ
る
緊
密
か
っ
一
面
で
は
隷
層
的

・
私
属
的
な
主
従
形
態
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
語
ら

れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
ヒ
ヤ
制
の
本
質
と
は
、
規
模
の
大
小
、
門
地
の
高
下
こ
そ
あ
れ
、
本
来
ヌ
ル
ハ
チ
と
同
格
の
存
在
(
ア
ン
パ
ン
、
ベ
イ
レ
)
で
あ
っ

た
諸
勢
力
の
首
長

・
重
臣
屠
を
、
君
主
と
侍
従

・
護
衛
と
い
う
関
係
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
の
主
従
関
係
の
下
に
組
み
込
み
、
そ

れ
を
通
し
て
車
な
る
統
属
関
係

・
上
下
関
係
に
止
ま
ら
な
い
、

い
わ
ば
家
産
的

・
家
父
長
制
的
支
配
閥
係
下
に
包
粛
し
て
い
く
と
い
う
も
の
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

ヒ

ヤ

制

の

淵

源

1 

ヒ
ヤ
制
と
ケ
シ
ク
制

以
上
の
知
き
特
徴
を
有
す
る
マ
ン
ジ
ユ
の
ヒ
ヤ
制
の
淵
源
は
、
何
慮
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
明
制
の
侍
街
と
は
全
く
別
の
も

(
必
)

の
で
あ
る
こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
述
べ
来
っ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
親
衛
隊
|
|
ケ
シ

ク
(
宮
協
同
四
一
怯
蒔
)
に
想
到
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

ケ
プ
テ
ウ
ル

コ

ル

チ

ト

ル

カ

ウ

ト

ケ
シ
ク
と
は
モ
ン
ゴ
ル
大
カ
ア
ン
の
警
護
に
嘗
た
る
一
高
人
の
親
衛
隊
で
、
宿
衛
一
千

・
箭
筒
士
一
千

・
衛
士
八
千
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

四
班
が
三
日
交
替
で
勤
務
し
大
カ
ア
ン
の
身
遁
に
奉
仕
す
る
一
大
人
間
集
圏
で
あ
る
。
幸
い
に
し
て
ケ
シ
ク
に
つ
い
て
は
、
不
充
分
と
は
い
い

な
が
ら
も
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
マ
ン
ジ
ユ
の
ヒ
ヤ
制
と
比
べ
れ
ば
、

は
る
か
に
厚
く
長
い
研
究
の
蓄
積
が
存
す
る
(
[
箭
内
亙

一
九
二
三
村
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上
正
二
一
九
五
一
一
一
九
六
二
一
護
雅
夫
一
九
五
二

a
一
b
一
本
国
賓
信
一
九
五
二
二
九
五
三
一
粛
啓
慶
一
九
七
三
、
ほ
か
]
)
。
そ
こ
で
私
な
り
に
そ
の
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成
果
を
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
如
く
な
る
。

① 

君
主
の
警
護
に
嘗
た
る

一
方
、
家
政
業
務
全
般
に
従
事
し
、

さ
ら
に
国
務
庭
理
・
政
策
決
定
な
ど
園
政
に
も
開
奥
。
親
衛
隊
で
あ
る
と

同
時
に
政
府
中
植
を
構
成
し
て
い
た
。

② 

千
人
隊
長

・
服
属
諸
勢
力
の
子
弟
を
、
し
ば
し
ば
若
年
で
採
用
。
譜
代
優
遇
の
側
面
と
と
も
に
質
子

・
再
敬
育
の
側
面
を
有
し
、
将
来

の
政
府
中
植
を
橋
、
つ
人
材
の
養
成
組
織
で
も
あ
っ
た
。

① 

君
主
の
家
産
的
支
配
・
隷
属
関
係
に
あ
る
臣
下
H

ネ
ケ
ル

(
ノ
コ
ル
1
ヌ
フ
ル
ロ

D
E円
)
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
、
君
主
と
の
問
、
ま
た
ケ

シ
ク
同
士
に
強
い
結
合
関
係
が
存
し
た
。

④ 

大
カ
ア
ン
だ
け
で
な
く
、
各
王
家
も
小
型
の
ケ
シ
ク
を
保
有
し
、
各
ウ
ル
ス
に
お
い
て
同
様
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。

以
上
四
黙
は
、
上
に
暴
げ
た
マ
ン
ジ
ユ
の
ヒ
ヤ
制
と
、
驚
く
ほ
ど
の
共
通
性
を
帯
び
て
い
る
。
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む
ろ
ん
、
君
主
の
周
遁
の
人
間
集
聞
が
側
近
・
警
護
組
織
で
あ
る
と
と
も
に
政
府
高
官
の
人
材
供
給
源
と
な
る
と
い
う
の
は
歴
史
上
通
有
の

こ
と
だ
、
と
い
う
反
論
は
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
中
華
王
朝
的
国
家
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
か
か
る
人
格
的
結
合
に
基
づ
く
組
織

形
態
は
あ
く
ま
で
一
過
性
の
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
段
階
で
儒
数
理
念
や
律
令
・
科
奉
な
ど
に
基
づ
く
支
配
に
切
り
換
わ
る
の
に
釘
し
、

ケ
シ

ク
制
と
ヒ
ヤ
制
は
、
慣
習
法
的
な
組
織
原
理
と
し
て
政
権
構
造
の
う
ち
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
貼
に
お
い
て
、
決
定
的
な
遣
い
が
あ
る
。
あ
る

い
は
ま
た
、
成
文
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
君
主
の
側
近
と
し
て
権
力
を
握
る
と
い
う
鈷
で
は
宣
官
と
同
じ
と
も
い
え
よ
う

が
、
例
え
ば
明
の
{
臣
官
の
専
権
が
君
寵
に
す
ぎ
な
い
の
に
針
し
、

ヒ
ヤ
は
正
規
の
リ
ク
ル
ー
ト
法
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
マ
ン
ジ
ユ
の
ヒ
ヤ

制
は
、
同
じ
君
主
の
側
近
集
圃
と
は
い
え
、
権
力
形
成
期
一
般
に
お
け
る
非
常
態
と
し
て
の
そ
れ
や
、
中
華
王
朝
に
お
け
る
宣
官
的
存
在
な
ど

(
叫
)

モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
組
織
パ
タ
ー
ン
に
淵
源
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
な
く
、

い
ま
あ
ら
た
め
て
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
ケ
シ
ク
制
に
ひ
き
つ
け
て
見
直
し
て
み
る
と
き
、
親
衛
隊
の
核
心
を
な
す
ネ
ケ
ル
に
即
し
て
チ
ン
ギ
ス

H

カ
ン
九
日
5
m
m
g
O
包
囲
家
の
形
成
と
構
造
を
論
じ
た
護
雅
夫
氏
の
理
解
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
(
[
護
一
九
五
二

a
一
b
]
)
。
日
く
、
ネ
ケ



ル
は
遊
牧
首
領
(
ノ
ヤ
ン
ロ
ミ

g
lカ
ン
宮
口
)
に
随
従
・
奉
仕
す
る
従
者
で
あ
り
、
そ
の
主
従
聞
係
は
、
そ
れ
が
奴
僕
そ
の
も
の
で
は
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
主
ー
奴
、
父
|
子
、
兄
|
弟
に
準
え
て
観
念
さ
れ
る
「
遊
牧
家
父
長
封
家
族
員
・
隷
属
民
」
の
開
係
、
す
な
わ
ち
「
家
産
制

的
支
配
・
隷
属
関
係
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
チ
ン
ギ
ス
H

カ
ン
国
家
の
成
立
と
は
、
こ
れ
ら
ネ
ケ
ル
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
・
統
轄
さ

れ
る
親
衛
隊
H

ケ
シ
ク
を
軸
に
、
元
来
チ
ン
ギ
ス
に
属
さ
な
い
遊
牧
首
領
た
ち
を
ネ
ケ
ル
と
し
て
チ
ン
ギ
ス
の
家
産
的
支
配
下
に
繰
り
込
み
、

(
M
N
)
 

そ
の
「
家
」
組
織
に
編
入
し
て
い
く
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
、
と
。

こ
れ
ら
諸
黙
は
、

チ
ン
ギ
ス
を
ヌ
ル
ハ
チ
に
、

ケ
シ
ク
を
ヒ
ヤ
に
置
き
換
え
た
な
ら
ば
、
以
上
遮
べ
て
き
た
マ
ン
ジ
ユ
の
ヒ
ヤ
制
に
そ
の
ま

ま
嘗
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
構
造
理
解
の
開
鍵
と
な
る
ネ
ケ
ル
に
相
嘗
す
る
も
の
と
は
、

マ
ン
ジ
ユ
に
あ
っ
て
は
何

で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
お
い
て
想
起
さ
れ
る
の
が
、
側
近
・
親
信
の
者
と
し
て
夙
に
注
意
さ
れ
て
き
た
グ
チ
ュ

m己
2
な
る
関
係
で
あ
る
(
[
三
田
村
一
九
六

一|
六
四

一
二
一
一
|
一
一
一
四
・
二
一
一
頁
一
今
西
春
秋
一
九
七
O
一
増
井
二
O
O
ニ
)
。
グ
チ
ユ
と
は
特
定
の
地
位
・
階
層
で
は
な
く
「
主

(
3
2
)
」

。，u

と
一
封
の
祉
曾
関
係
を
い
い
、
グ
チ
ュ
の
重
要
性
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
指
摘
し
た
三
田
村
氏
は
、
こ
れ
を
「
同
伴
者
、
相
談
相
手
、
腹
臣
の

謂
」
と
し
、
「
そ
の
主
君
と
生
死
を
共
に
し
た
」
ほ
ど
の
緊
密
な
主
従
関
係
に
あ
る
と
し
つ
つ
、
そ
の
来
源
が
あ
く
ま
で
「
嘗
時
の
貴
族
階
級

に
属
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
生
死
を
共
に
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
強
い
隷
属
性
が
同
時
に
指
摘
さ
れ
る
の
か
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
風
に
知
ら
れ
た
次
の
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ヌ
ル
ハ
チ
か
ら
一
時
執
政
を
委
ね
ら
れ
た
長
子
チ
ユ
エ
ン
に
は

「
ベ
イ
レ
た
る
汝
が
死
ぬ
な
ら
、
我
ら
も
汝
に
従
っ
て
死
ぬ
」
と
誓
っ
た
四
人
の
グ
チ
ユ
が
お
り
、
そ
の
一
人
は
、
チ
ユ
エ
ン
失
脚
に
先
立
ち

(
M
W
)
 

「
父
な
る
べ
イ
レ
が
死
ぬ
前
に
、
我
は
先
ん
じ
て
死
の
う
」
と

い
っ
て
自
決
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「父
な
る
べ
イ
レ

(
Z
FZω
目
白)
」
と

は

[
7
]

に
み
た
、

ヒ
ヤ
に
特
権
と
し
て
許
さ
れ
た
呼
び
か
け
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
は
、
君
主
の
側
近
・
腹
心
た
る
ヒ
ヤ
が
、

グ
チ
ユ

と
し
て
も
把
握
さ
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
グ
チ
ユ
は
、
父
と
子
、
家
父
長
と
家
族
員
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に
も
擬
す
べ
き
恭
順
・
服
従
の
求
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
恩
養
・
慈
愛
の
封
象
と
さ
れ
る
関
係
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
田
村
氏
が
看
破
し
、
最
近
あ
ら
た
め
て
増
井
氏
が
論
じ
た
通
り
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
ネ
ケ
ル
の
性
格
・
機
能
と
一
致
す
る
。

た
だ
し
、
ネ
ケ
ル
を
「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
中
世
の
僚
友
を
思
わ
せ
る
」
と
す
る
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
ツ
オ
フ
の
理
解
は
護
氏
に
よ
っ
て
根
本
的
に
修
正
・

設
展
さ
せ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
田
村
氏
は
ウ
ラ
ジ
ミ
ル

ツ
オ
フ
に
依
援
し
て
い
る
と
い
う
問
題
黙
が
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右

に
述
べ
た
よ
う
に
、

グ
チ
ユ
は
む
し
ろ
、
「
針
主
君
開
係
に
お
い
て
隷
属
性
の
濃
厚
な
」
「
家
父
長
的
恩
恵
|
家
族
的
恭
順
」
の
関
係
で
あ
る
、

と
い
う
護
氏
の
ネ
ケ
ル
理
解
に
こ
そ
い

っ
そ
う
適
合
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

チ
ン
ギ
ス
H

カ
ン
国
家
に
お
け
る
ネ
ケ
ル
と
ケ
シ
ク

同
様
、

ヌ
ル
ハ
チ
の
マ
ン
ジ
ュ
圏
家
に
お
い
て
は
、
か
か
る
性
格
を
有
す
る
ハ
ン
の
グ
チ
ユ
で
あ
る
ヒ
ヤ
集
闘
を
核
と
し
て
、
そ
の
園
家
を
統

合

・
擦
大
、
さ
ら
に
再
生
産
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

2 

ヒ
ヤ
制
の
淵
源

で
は
、
こ
の
よ
う
な
組
織
技
術
の
由
来
は
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
同
時
期
の
モ

ン
ゴ
ル
勢
力
に
は
、
モ

ン
ゴ
ル
帝

(
仰
)

園
時
代
の
親
衛
制
|
|
ケ
シ
ク
制
は
傍
存
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら、

現
在
の
と
こ
ろ
ケ
シ
ク
制
と
ヒ
ヤ
制
と
の
聞
に
、
直
接
的
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な
繕
承
関
係
を
示
す
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
清
代
以
降
の
各
種
辞
書
で
は
モ

ン
ゴ
ル
語
の
ケ
可
目白
を
満
洲
語
の

E
百
・
漢
語
の
侍
衡
と
説
明
す

る
が
、
こ
れ
は
後
に
清
の
統
治
下
で
モ
ン
ゴ
ル
語
に
入
っ
た
語
蒙
・
制
度
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
根
擦
と
は
な
し
え
な
い。

モ
ン
ゴ
ル
か
ら
の

移
入
を
想
定
し
た
場
合
、
考
え
ら
れ
る
可
能
性
は
、
第
一
に
、

モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
移
入
さ
れ
て
建
州
三
衡
l
マ
ン
ジ
ユ
五
部
内
部
に
惇
存
し
た

」
と
、
第
二
に
、

一
六
|
一
七
世
紀
の
あ
る
時
期
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、

で
あ
る
。

ケ
シ
ク
的
人
間
集
園
・
人
的
紐
帯
形
成
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
「
ヒ
ヤ
」
な
る
用
語
の

傍
播
と
は
、
直
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
類
似
し
た
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
直
ち
に
そ
の
俸
播
・
移
入
を
誼

(

川

崎

)

す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
グ
チ
ユ
が
モ
ン
コ
ル
の
ネ
ケ
ル
の
み
な
ら
ず
中
央
ア
ジ
ア
l
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
の
チ
ャ

l
カ
ル
各
県
民

・
グ
ラ

l

な
お
、
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

ム

m
Z
Z自
(
[清
水
和
裕
一
九
九
九
-
二

0
0
0
])
と
も
多
く
の
共
通
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
か
か
る
人
間
組
織

・



慣
行
の
存
在
自
躍
は
必
ず
し
も
傍
播
の
閥
係
に
あ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
}
巳
以
下
印
l
E
3
の
語
の
継
受
関
係
が
い
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
職

務
・
地
位
ま
で
が
導
入
以
前
に
存
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ヒ
ヤ
の
稽
が
見
出
せ
な
い
一
五
八

0
年
代
に
お
い
て
も
、

そ
れ
に
相
嘗
す
る
職
務
が
遂
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
み
た
通
り
で
あ
る
。

そ
の
上
で
ま
ず
第
一
の
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
周
知
の
知
く
、
ジ
ユ
シ
ェ
ン
人
自
身
の
手
に
な
る
記
録
は
ヌ
ル
ハ
チ
政
権
の
登
場
を

待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
直
接
こ
の
こ
と
を
誼
す
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、
モ

ン
ゴ
ル
時
代
に
ジ
ユ
シ
エ
ン
人
の
制
度
・
文
化
が
著
し
く
モ

ン
ゴ
ル

化
し
た
こ
と
、
以
来
明
末
に
至
る
ま
で
そ
れ
が
停
存
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、

さ
ま
、ざ
ま
な
面
か
ら
の
指
摘
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(
[
和
田
清

一

九
五
二
、
六
三
七
|
六
三
八
頁
・
岡
田
英
弘
一
九
九
四
一
劉
小
萌

一
九
九
四
]
)
。
例
え
ば
親
衛
制
以
外
に
も
、
既
に
言
及
し
た
も
の
だ
け
で
も
ジ
ヤ
ル

グ
チ
・
ダ
ル
ハ
ン
・
バ
ト
ゥ
ル
な
ど
の
官
名
・
格
競
が
マ
ン
ジ
ュ
・
フ
ル
ン
で
庚
く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
元
代
以
来
の
惇
存
で
あ
る
こ

と
疑
い
な
い
。
モ
ン
ゴ
ル
時
代
か
ら
の
連
績
性
を
強
調
す
る
三
田
村
氏
は
、

一
五
世
紀
初
頭
の
建
州
の
軍
制
が
モ

ン
ゴ
ル
俸
統
と
さ
れ
る
左

123ー

中
・
右
三
軍
編
成
で
あ
っ
た
こ
と
、

グ
サ
制
が
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
部
隊
編
制
に
起
源
す
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る

(
[
三
田
村
一
九
六
二
、
二

九
三
|
二
九
九
頁
二
九
六
三
|
六
回
、

二
三
九
|
二
四
O
頁
]
)
。
ま
た
、
朝
鮮
初
期
に
お
け
る
ジ
ユ
シ
ェ
ン
人
の
侍
衡
入
侍
と
い
う
、
き
わ
め
て

注
目
す
べ
き
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
河
内
良
弘
氏
は

一
五
世
紀
前
宇
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
侍
衡
授
職
の
動
機
が
、
朝
鮮
側
の
意
固
で
は
な

く
、
入
侍
す
な
わ
ち
人
質
と
考
え
た
ジ
ユ
シ
エ
ン
人
が
恭
順
の
意
を
示
す
た
め
に
自
量
的
に
希
望
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
誼
す
る
(
[
河

内
一
九
五
九
]
)。

か
か
る
彼
ら
の
侍
衛
理
解
と
は
、
要
す
る
に
ケ
シ
ク
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
か
ら
、
第
一
の
可
能
性
に
相
嘗
の
蓋
然
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
ケ
シ
ク
・
コ
ル
チ
あ
る
い
は
ト

ル
カ
と
い
っ
た
モ

ン
ゴ
ル
時
代
の
用
語
が
惇
存
せ
ず
、
ヒ
ヤ
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

他
方
、
第
二
の
可
能
性
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
ま
ず
晶
画
該
期
の
モ
ン
ゴ
ル
の
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

ヒ
ヤ

r
q，
白
・
「
恰
」
の
稽
競
を
も
っ
有
力
者
の
存
在
で
あ
る
。

(

品

開

)

モ
ン
ゴ
ル
王
公
管
下
の
執
政
・
断
事
官
と
い
う
べ
き
役
職
で
あ
る
と
い
い
、
な
か
で
も
著
名
な
の
が
、
ト
ゥ
メ
ト
部
の
ア
ル
タ
ン

一
六
|
一
七
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
、
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ヒ
ヤ
と
は
、
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H

ハ
l
ン

E
Sロ
0
2
2
王
家
の
下
で
活
躍
し
た
ヒ
ヤ
H

タ
イ
ジ
(
討
可
曲
、

FHY
恰
蓋
吉
一

一
五
三

O
頃
|
九
一
)
と
ダ
ユ
ン
H

ヒ
ヤ

(ロ
ミ
ロ
ロ

(
閃
)

百
可
・
同
十
タ
言
恰
)
で
あ
る
。
ヒ
ヤ
H

タ
イ
ジ
は
非
チ
ン
ギ
ス
家
の
出
身
で
、
ア
ル
タ
ン
の
義
子
と
な
っ
て
こ
の
稽
競
を
賜
り
、
側
近
と
し
て
活
躍

し
た
と
い
う
。
ま
た
、

ダ
ユ
ン
H

ヒ
ヤ
は
ア
ル
タ
ン
晩
年
の
妃
と
し
て
著
名
な
三
娘
子
配
下
の

「
曾
首
」
と
し
て
明
に
も
知
ら
れ
、

一
五
七
五

(
高
暦
三
)
年
に
は
ダ
ラ
イ
川
ラ
マ
三
世
招
請
の
使
者
を
務
め
た
重
臣
で
あ
る
。
同
じ
頃
、
オ
ル
ド
ス
部
で
は
ウ
イ
ジ
ェ
ン
H

ヒ
ヤ
H

タ
ブ
ナ

ン

(威
正
恰
肱
不
能
)
な
る
人
物
が
有
力
で
あ
っ
た
と
い
い
、
さ
ら
に
遠
く
オ
イ
ラ
ト
諸
部
で
も
エ
セ
ル
ベ
イ
N

ヒ
ヤ
何
ω
巴
σ
合
同
ミ
ー
?
な
る
人

(
日
)

物
が
知
ら
れ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
各
部
に
お
い
て
ヒ
ヤ
の
稽
競
を
も
っ
重
臣
が
多
数
確
認
で
き
る
。
ま
ず
最
重
要
の

(
臼
)

同
盟
国
で
あ
る
ホ
ル
チ
ン
部
に
お
い
て
、
サ
ン
ガ
ル
ジ
ャ
イ
川
ヒ
ヤ

ωgm∞
2
3
目
立
な
る
人
物
の
活
動
が
詳
し
く
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
人

一
七
世
紀
の
マ
ン
ジ
ユ
側
史
料
に
お
い
て
も
、

物
は
、
公
主
降
嫁
の
迎
え
や
問
責
使
ソ
ニ
ン
ら
へ
の
磨
封
な
ど
、

ホ
ル
チ
ン
部
長
オ

i
パ
の
側
近
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
く
隣
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接
す
る
勢
力
と
し
て
関
係
の
深
か
っ
た
内
ハ
ル
ハ
五
部
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
一
六
一
一
一

一
(
天
命
七
)
年
二
月
、
前
年
に
内
属
し
た
パ
ヨ
ト
部

ジ

ャ

ル

グ

チ

諸
首
長
へ
の
賜
奥
の
際
に
家
臣
と
し
て
「
第

一
等
の
]
印
記
号
ぺ
}
戸
三
」
が
釣
象
に
挙
が
っ
て
お
り
、
ジ
ヤ
ル

l
ト
部
で
も
「
買
児
古
赤
」
と

ヒ
ヤ

(
臼
)

「
恰
」
が
筆
頭
格
の
重
臣
だ
っ
た
こ
と
は
明
側
史
料
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
大
元
帝
室
正
系
の
チ
ヤ
ハ
ル
H

ハ
l
ン
家
に
お
い
て
も
、

『
初
集
」
に
蒙
古
旗
人
と
し
て
「
阿
爾
沙
護
墨
爾
根

E
Z
Z
Z巾
円

m
g、
初
め
察
恰
爾
汗
の
轄
の
岳
民
間

S
F
E
3
鴬
り
」
と
の
記
事
が
あ

(
U
A
)
 

り
、
ヒ
ヤ
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
六
三
五
(
天
聴
九
)
年
正
月
一
一
一
一
日
、
来
投
し
た
チ
ヤ
ハ
ル
部
の
諸
将
に
針
し
賜
奥
を
行

な
う
際
、
「
衆
大
臣
・
タ
イ
ジ
・
タ
ブ
ナ
ン
・
ヒ
ヤ
ら
」
と
あ
っ
て
以
下
多
数
の
ヒ
ヤ
の
名
が
奉
が
っ
て
お
り
、

(
日
)

暦
の
一
角
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
外
ハ
ル
ハ

・
オ
ル
ド
ス
ま
で
含
む
モ

ン
ゴ
ル
諸
部
の
使
者
・
随
従
に
ヒ
ヤ
の
稽
競
を
も

ヒ
ヤ
集
園
が
チ
ャ
ハ
ル
重
臣

つ
者
は
枚
奉
に
遣
が
な
い
。

以
上
の
如
く
、
一
六
|
一
七
世
紀
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
は
、
チ
ン
ギ
ス
家
王
族
の
側
近
を
務
め
る
重
臣
と
し
て
竺
ヤ
白
の
稽
競
を
も
っ
者
が

贋
汎
に
存
し
、
川
首
長
・
領
主
屠
に
麗
し
、
間
近
侍
・
警
護
か
ら
出
任
に
ま
で
あ
た
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



ジ
ユ
シ
エ
ン
諸
部
と
モ
ン
ゴ
ル
と
の
接
鰯
・
交
流
は
一
回
世
紀
後
宇
の
モ
ン
ゴ
ル
の
北
蹄
後
も
密
で
あ
り

(
[劉

一
九
九
四
]
)
、
特
に
ジ
ユ
シ

エ
ン
諸
部
で
国
家
形
成
の
準
行
す
る
一
六
世
紀
中
葉
以
降
非
常
に
盛
ん
と
な
る
の
で
、
こ
の
頃
以
降
に
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
は
多
分
に
あ
る
。

そ
の
時
期
と
し
て
は
、
川
一
六
世
紀
中
葉
、
東
モ
ン
ゴ
ル
に
隣
接
す
る
地
域
で
フ
ル
ン
四
園
が
形
成
さ
れ
た
時
期
、

ωチ
ヤ
ハ
ル
部
・
内
ハ
ル

ハ
部
が
活
動
を
活
護
化
さ
せ
て
接
績
の
増
加
し
た
一
五
七
O
|
八
0
年
代
、
川
ヌ
ル
ハ
チ
政
権
が
確
立
し
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
と
通
交
を
開
始
し
た

一
五
九

0
年
代
以
降
、
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
川
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
ヌ
ル
ハ
チ
麿
下
以
外
の
ジ
ュ
シ
エ
ン
諸
勢
力
に
お
い
て
ヒ
ヤ
競
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
フ
ル

ン
四
園
や
マ
ン
ジ
ユ
統
一
戦
期
の
諸
勢
力
に
は
パ
ト
ウ
ル
は
じ
め
モ
ン
ゴ
ル
起
源
の
格
競
は
遍
在
し
て
い
る
も
の
の
ヒ
ヤ
の
稽
は
管
見
の
限
り

見
嘗
た
ら
な
い
た
め
、
川
よ
り
は

ωω
の
蓋
然
性
が
高
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

一
六
世
紀
宇
ば
に
ア
ル
タ
ン
の
塵
迫
で
東
遷
し
た
チ
ヤ
ハ
ル

R
μ
+AR
、

立
ロ
ト
h

一
五
六
O
|
八
0
年
代
に
ト
ウ
メ
ン
H

ハ
l
ン
ヲ

5
巾ロ

0
2
g
の
も
と
大
い
に
勢
力
を
盛
り
返
し
、
東
方
で
は
マ
ン
ジ
ユ
諸
勢
力
を

清
史
料
に
よ
れ
ば
、

ヌ
ル
ハ
チ
と
モ
ン
ゴ
ル
諸
勢
力
と
の
接
個
別
は
一
五
九
三
(
高
暦
二
一)
年
の
グ
レ
山
の
戦
に
始
ま
る
。
こ
の
と
き
ホ
ル
チ
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被
管
の
状
態
に
お
く
ほ
ど
で
あ

っ
た

(
[
和
国
一
九
五
八
、
五
四
七
|
五
五
O
頁
]
)
。
∞
の
可
能
性
は
、
こ
の
時
代
を
指
す
。
他
方
問
で
あ
る
が
、

ン
部
は
フ
ル
ン
連
合
軍
に
加
わ
っ
て
敗
退
し
、
そ
の
結
果
翌
年
に
早
く
も
ホ
ル
チ
ン
左
翼
の
ミ
ン
ガ
ン

Z
5
m
m
E
ら
が
遣
使
し
て
通
好
し
、

(日
)

一
六
O
五
年
に
は
バ

ヨ
ト
部
首
長
エ

ン
ゲ
デ
ル
何
諸
君
舟
円
が
自
ら
来
朝
、
翌
年
ヌ
ル
ハ
チ
に
ハ
ン
競
を
上
っ
た
。
編
年
史
料
に
お
け
る
ヒ
ヤ

一
五
九

0
年
代
以
降
の
モ

ン

ゴ
ル
と
の
接
鰯
の
中
で
新
た
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
清
史
料
は
間
関
連
の
史
賓
を
誇

の
初
出
が
一
六
O
七
年
で
あ
る
こ
と
は
|
|
『
奮
槍
』
に
そ
れ
以
前
の
記
事
が
鉄
落
し
て
い
る
と
し
て
も
|
|
、

ん
で
、
封
モ
ン
ゴ
ル
関
係
が
グ
レ
の
戦
勝
に
始
ま
る
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
た
め
、

ωω
何
れ
と
決
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
。

以
上
の
考
察
を
線
合
す
る
と
、
現
時
黙
で
は
、

ジ
ユ
シ
エ
ン
1
マ
ン
ジ

ユ
枇
舎
に
は
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
遺
制
と
し
て

(
そ
の
基
底
に
前
金
以
来

の
要
素
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
)
ケ
シ
ク
的
・
ネ
ケ
ル
的

・
ト
ル
カ
的
制
度
・
慣
行
が
惇
存
し
て
お
り
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
、
さ
ら
に

一
六
世
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紀
後
宇
に
、
嘗
時
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
に
お
け
る
首
長
の
近
侍

・
側
近
で
あ
っ
た
ヒ
ヤ
の
職
位
・
呼
稽
が
導
入
さ
れ
た
、
と
い
う
過
程
を
想
定
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
か
る
組
織
技
術
が
権
力
編
成
の
中
植
に
存
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
が
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
国
家
の
系
譜
上

に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
揺
る
が
な
い
事
賞
で
あ
る
。

士ロ
ー

吾五
日ロ

グ
ル
ン

マ
ン
ジ

ュ
!
大
清
国
の
中
植
を
な
す
八
旗
制
は

一
般
に
、

ニ
ル
か
ら
グ
サ
に
至
る
整
然
と
し
た
階
層
組
織
盟
系
か
、

ハ
ン

l
皇
帝
を
も
そ

の
一
人
と
す
る
旗
王
の
並
立

・
連
合
睦
制
か
の
何
れ
か
で
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
正
し
い
が
、

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
精
綴
な
組
織
と

不
安
定
な
権
力
構
造
と
い
う
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
を
併
存
さ
せ
て
き
た
の
も
否
み
難
い
事
賓
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
を
統
合
す
る
求
心
構
造

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
開
心
か
ら
権
力
の
中
植
た
る
君
主
の
身
遣
を
見
直
し
た
と
き
、
就
中
園
家
形
成
過
程
に
湖
っ
た
と
き
、
親
衛
・
側

近
集
園
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
中
核
を
な
す
の
が
ヒ
ヤ
、
後
の
侍
街
で
あ
っ
た
。
序
論
で
掲
げ
た
三
つ
の
課
題
に
即
し
て
い

う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
如
く
ま
と
め
ら
れ
る
。

ヌ
ル
ハ
チ
の
親
衛
集
固
の
形
成
過
程
と
そ
の
内
賞
。
第
一
の
時
期
は
フ
ェ
ア
ラ
築
城
以
前
の
時
代
で
あ
り
、
中
小
ア
ン
パ
ン
に
す

第

一
に
、
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ぎ
な
か

っ
た
こ
の
時
代
は
、
ま
だ
戦
場
に
お
け
る
前
鋒

・
親
衡
や
組
織
に
お
け
る
秘
書

・
警
護

・
家
政
の
直
別
は
な
く
、
年
次
の
確
か
な
史
料

に
よ
る
限
り
そ
の
多
く
は
家
僕
の
奉
仕
の

一
環
で
あ
り
、

ヒ
ヤ
の
稿
も
ま
だ
見
出
せ
な
い
。
第
二
の
時
期
は
フ
ェ
ア
ラ
時
代
で
、
な
お
ヒ
ヤ
競

は
明
確
に
は
確
認
さ
れ
な
い
も
の
の
、
園
勢
の
伸
長
に
伴
っ
て
、
家
僕
の
粂
務
で
は
な
い
領
主
・
首
長
暦
の
陪
従
が
明
ら
か
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
ま
た
宮
中
で
の
養
育
・
養
成
が
既
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
後
年
の
定
制
の
租
型
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
績
く
ハ
ダ
併
合

・
へ
ト
ア

ラ
遷
都
以
降
の
第
三
期
に
至
り
は
じ
め
て
ヒ
ヤ
の
競
が
史
料
上
確
認
さ
れ
、

ヒ
ヤ
制
が
名
賓
共
に
確
立
し
た
と
い
え
る
。

第
二
に
、
職
務
と
特
徴
。
ヒ
ヤ
の
主
た
る
職
務
は
、
①
常
時
ハ
ン
に
近
侍
す
る
こ
と
、
②
卒
時
の
宮
殿
警
備
、

①

ハ
ン
の
側
近
と
し
て
委
ね

ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
用
務
、
で
あ
り
、
後
年
の
侍
衡
の
職
務
は
す
で
に
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
に
淵
源
し
て
い
た
。
ま
た
そ
の
特
徴
は
、
古
参

・
新
参

の
あ
ら
ゆ
る
奮
首
長
暦

・
領
主
層
と
そ
の
子
弟
を
編
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
を
ヌ
ル
ハ
チ
を
主
君
と
し
父
と
す
る
従
属
聞
係
下
に
位
置



づ
け
て
い
く
と
い
う
機
能
に
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
ヒ
ヤ
は
、
現
在
・
将
来
の
人
材
プ

l
ル

・
養
成
機
関
で
あ
り
、
か
つ
優
遇

・
恩
遇
の
側
面

と
と
も
に
人
質

・
再
数
育
の
側
面
を
も
有
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
関
係
下
に
あ
る
ヒ
ヤ
は
、
ま
た
君
主
の
グ
チ
ユ
と
し
て
把
握
さ
れ
る
存
在

で
も
あ
っ
た

(
[
増
井
二

O
O
ニ
)。

-p-
、v
'

-

J

、

手
/
ふ
/
B
L

ヒ
ヤ
は
閉
鎖
的
・
排
他
的
な
集
園
を
形
成
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
巌
格
な
組
織
韓
系
や
整
備
さ
れ
た
養
成
制
度
・
施
設
を
保
有
し

た
わ
け
で
も
な
い
。
ヒ
ヤ
は
、
君
主
の
警
護
を
本
来
の
使
命
と
し
つ
つ
も
、
む
し
ろ
親
臣
の
格
競
・
身
分
と
い
う
べ
き
性
格
を
有
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
の
本
質
が
側
近
集
固
と
い
う
貼
に
存
し
た
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い。

こ
の
柔
軟
さ
が
、
八
旗
制
度
の
「
固
い
」
組
織
盟
系

と
表
裏
を
な
し
て
、
内
部
の
統
合
と
封
外
的
媛
大
と
に
有
数
に
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
淵
源
に
つ
い
て
。
ヒ
ヤ
制
の
起
源
は
俄
に
は
辿
り
難
い
が
、
そ
の
制
度
・
特
徴
が
モ

ン
ゴ
ル
時
代
の
ケ
シ
ク
に
酷
似
し
て
い
る
こ

と
、
制
度

・
用
語
が
モ

ン
ゴ
ル
時
代
、

お
よ
び
同
時
期
の
モ

ン
ゴ
ル
諸
勢
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
移
入
さ
れ
た
可
能
性
を
想
定
し
う
る
こ
と
、
が
少

-127ー

な
く
と
も
指
摘
で
き
る
。

以
上
か
ら
、

ヒ
ヤ
こ
そ
八
旗
制
下
の
求
心
構
造
の
核
心
を
な
し
、
さ
ら
に
は
人
間
組
織
と
し
て
の
国
家
の
膨
張
・
展
開
の
原
動
力
と
な
っ
た

こ
と
が
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
王
朝

・
園
家
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
人
間
集
圃
・
人
間
組
織
で
あ
る
限
り
、
そ
の
頂
黙
に
位
置
す
る
君

主
を
取
り
巻
く
集
園
が
普
通
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
組
織
法
に
こ
そ
、
各
王
朝

・
国
家
の
特
徴
が
集
約
的
に
表
出
さ
れ

(
幻
)

る
で
あ
ろ
う
。
マ
ン
ジ
ユ
に
お
け
る
そ
れ
が
、
ネ
ケ
ル
に
比
し
う
る
グ
チ
ユ
関
係
を
根
底
に
お
く
、
ケ
シ
ク
に
準
う
べ
き
ヒ
ヤ
制
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
園
家
の
本
質
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
は
、
草
創
期
の
マ
ン
ジ
ュ

l
大
清
酌
に
お
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に

代
表
さ
れ
る
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
的
園
家
編
成
原
理
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
が

(
[杉
山
二
O
O
一
a
、
三
O
頁

二一
O
O
一
b
、
七
六
|

七
七
頁
]
)
、
本
稿
で
検
討
し
た
ヒ
ヤ
制
こ
そ
、

グ
チ
ユ

と
表
裏

一
慢
の
も
の
と
し
て
そ
の
核
を
な
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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ひ
る
が
え
っ
て
、
杉
山
正
明
氏
が
、
ケ
シ
ク
制
を
指
し
て

「じ
つ
は
、
こ
う
し
た
存
在
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
イ
エ
ニ
・
チ
ェ
リ
、
清
朝
の

ボ
l
イ

包
衣
に
も
み
と
め
ら
れ
る
。
ひ
ろ
く
、
モ

ン
ゴ
ル
帝
国
以
後
の
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
闘
家
、
諸
集
圏
を
み
わ
た
す
と
、
そ
こ
に
は
、

ケ
シ
ク
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(
臼
)

に
似
た
人
間
組
織
が
み
て
と
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
直
接
の
由
来
は
モ
ン
ゴ
ル
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
氏

は
包
衣
す
な
わ
ち
家
政
機
関
を
奉
げ
て
い
る
が
、

ヒ
ヤ
こ
そ
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
か
か

る
展
望
を
ふ
ま
え
た
と
き
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
ケ
シ
ク
の
み
な
ら
ず
、
オ
ス
マ
ン
帝
園
の
カ
プ
H

ク
ル
宮
古

-
E
F、
サ
フ

ア
ヴ
ィ

l
朝
の
コ

(
臼
)

ル
チ
・
ゴ
ラ
l
ム
m
r
o
E
B
な
ど
さ
え
覗
野
に
入
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

-，
-、、

--J、

f
f
1し

ケ
シ
ク
と
ヒ
ヤ
に
は
、
同
時
に
重
要
な
相
違
貼
も
存
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
雨
帝
園
の
政
治
韓
制
と
そ
の
後
の
歴
史
展
開
に
、
看
過

す
べ
か
ら
ざ
る
遣
い
を
粛
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遊
牧
・
分
住
と
城
居
・
集
住
と
い
う
、
生
活
形
態
の
相
違
が
も
た
ら
す
組
織
の
差
違

で
あ
る
。
遊
牧
の
た
め
に
空
間
的
に
分
住
せ
ざ
る
を
え
な
い
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
は
、
君
主
の
身
遣
に
随
侍
し
う
る
の
は
移
動
を
共
に
す
る
ケ

(ω) 

シ
ク
で
あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
大
カ
ア
ン
直
属
の
親
衛
隊
で
あ
る
と
同
時
に
帝
国
の
中
央
政
府
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
。
こ
れ
に
釘
し
マ

(
日
)

ン
ジ
ユ
に
お
い
て
は
、
固
定
家
屋
で
定
住
生
活
を
迭
る
と
い
う
枇
舎
の
特
徴
と
集
住
政
策
の
た
め
に
、
君
主
の
身
遣
に
仕
え
る
者
は
親
衛
隊
す

の
三
者
が
分
掌
し
て
お
り
、

や
が
て
入
闘
に
伴
い
文
官
系
統
の
側
近
・
顧
問
が
進
出
し
て
く
る
素
地
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
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な
わ
ち
ヒ
ヤ
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
ケ
シ
ク
と
違
っ
て
、
君
主
の
側
近
業
務
は
親
衛
隊

(ヒ
ヤ
)
・
書
記
局

(バ

ク
シ
)
・
家
政
機
関

(ボ
l
イ
)

最
後
に
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
お
く
。
第
一
に
、
親
衛
・
親
軍
と
し
て
の
研
究
。
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
の
ヒ
ヤ
制
の
賓
語
研
究
の
さ
ら
な
る
深
化

と
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
時
代
以
降
の
ヒ
ヤ
制
の
制
度
整
備
・
展
開
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
次
な
る
課
題
と
な
る
。
ま
た
、
本
稿
で
論
じ
な
か
っ
た
パ
ヤ

ラ
制
と
の
関
係
も
究
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
側
近
集
固
と
し
て
の
研
究
。
ヒ
ヤ
l
侍
衡
を
か
く
捉
え
る
な
ら
ば
、
書
記
局
と
し
て
の

パ
ク
シ

l
文
官
組
織
、
家
政
機
関
と
し
て
の
包
衣
l
内
務
府
と
鼎
立
す
る
も
の
と
し
て
把
握
で
き
る
。
か
か
る
覗
酷
か
ら
、
こ
れ
ら
一一一組
織
を

有
機
的
に
連
開
さ
せ
て
検
討
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
旗
王
も
ヒ
ヤ
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
の
観
鈷
は
、

ノ¥

ン

!
皇
帝
以
外
の
旗
王
権
力
の
解
明
に
も
適
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
下
五
旗
諸
王
を
中
心
に
こ
の
問
題
の
解
明
を
進
め
る
鈴
木
異
氏
の

一
連
の
研

究
が
、
そ
の
際
大
い
に
示
唆
に
富
む
(
{
鈴
木
英
二
O
O
一
a
一

b
:し]
)。

第
三
に
、
人
間
集
固
と
し
て
の
特
質
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
研
究
。
特
に

ヒ
ヤ
制
・
八
旗
制
に
お
け
る
非
マ
ン
ジ
ユ
出
自
者
の
存
在
が
検
討
の
課
題
と
な
ろ
う
。

一
面
で
質
子
軍
た
る
ケ
シ
ク
に
は
服
属
諸
勢
力
か
ら
多



種
多
様
な
人
々
が
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
マ
ン
ジ
ユ
に
お
い
て
も
嘗
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
各
方
面
か
ら
の
検
討
を
進
め
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
別
稿
(
[
杉
山
一
九
九
八
一
二

O
O
一
a
一
b
]
)
で
論
じ
て
き
た
八
旗
各
旗
の
構
成

の
復
元
・
分
析
と
針
比
・
検
討
を
績
け
る
こ
と
で
、

は
、
勃
興
期
マ
ン
ジ
ュ

l
後
金
園
の
み
な
ら
ず
、

八
旗
制
の
内
賓
を
よ
り
多
面
的
に
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
お
け
る
最
大
最
後
の
巨
大
帝
園
と
し
て
の
大
清
帝
園
の
中
植
に
薄
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

凡
例
一
満
洲
語
原
語
を
示
す
際
は
、
嘗
該
語
の
後
に
績
け
て
ロ
ー
マ
字
蒋
窮
を
掲
げ
、
必
要
に
感
じ
て

(
)
で
漢
字
表
記
を
示
す
。

頻
繁
に
参
照
す
る
文
献
は
、
末
尾
の
文
献
目
録
に
基
づ
い
て
引
用
す
る
。
著
書
に
再
録
さ
れ
て
い
る
場
合
は
初
出
年
で
記
し
、
引
用
頁
数
は
著
書
に

擦
っ
た
。
な
お
、
副
題
は
省
略
し
た
。
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註(
l
)

ロ0
0
江
戸
の

叫
吋
怯
込
H
h
町宮

S
札

』

h
s
h
a札
口
町
宮
巳
司
書
室
芯

3

見
室
攻
、
ha円
』
戸
切
門
日
・

y
p曲目
N
ω
Z
5
2
〈

-m
叫

5
8・日
u
t印
叫

河
O
N
可ロ

r
r
d〈
ニ
ミ
s
h
o
N
同
窓
辺
富
む
凡
満
足
SSNhu
日ロ

ι
5
2
C
E

〈
O
H印
回
同
〕
〉
戸
由
也
九
件
噌
司
自
U

]

{

(

)

白
l
H
O
J可

(
2
)

各
旗
に
分
封
さ
れ
た
帝
室
諸
王
の
う
ち
、
一
旗
全
慢
を
管
す
る
最

高
位
の
王
族
を
ホ
シ
ヨ
イ
H

ベ
イ
レ
F
O出
O

H

Z

F

(

和
碩
員
勅
)
、

そ
の
他
を
タ
イ
ジ
S
C
H
と
い
い
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ベ
イ
レ

(
王
・
領
主
の
意
)
の
身
分
を
有
し
て
い
た

[
神
田
信
夫
一
九
五

八
]
。
以
下
、
こ
れ
ら
を
線
稽
し
て
旗
王
と
呼
ぶ
。

(
3
)

乾
隆
『
大
清
曾
典
』
巻
九
四

・
九
八
一
光
緒

「
大
清
曾
典
』
巻
八

二
・
八
七
ほ
か
。
ま
た
、
後
註

(
4
)
所
掲
文
献
参
照
。

(
4
)

入
閥
後
に
お
け
る
制
度
の
概
要
は
以
下
の
諸
研
究
を
参
照
。
坂
野

正
高
『
近
代
中
園
政
治
外
交
史
」
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
七
三
、

三
六
三
七
頁
。
常
江

「
清
代
侍
衛
制
度
」

『
枇
曾
科
挙
輯
刊
』
一

九
八
八
|
=
一
、
八
五
|
九
一
頁
。
李
鵬
年
ほ
か
『
清
代
中
央
園
家
機

関
概
述
』
紫
禁
城
出
版
社
、
一
九
八
九
、
一
三

O

二
ニ
二
頁
。
秦

園
経
「
清
代
宮
廷
的
警
衛
制
度
」
『
清
代
宮
史
探
微
』
紫
禁
一
城
出
版

枇
、
一
九
九
て
三

O
八
|
三
二
五
頁
(
初
出
一
九
九

O
)
。
毛
侃

埼
・
陳
金
陵
「
明
清
行
政
管
理
制
度
」
山
西
人
民
出
版
紅
、
一
九
九

五
、
一
五
一
|
一
五
四
頁
。
張
徳
浮
『
清
代
園
家
機
関
考
略
(
修
訂

本
)
』
朗
字
苑
出
版
壮
、
二

O
O
て
八
六
|
八
八
頁
(
初
版
一
九
八

一
)
。
ま
た
、
近
年
盛
ん
な
ア
メ
リ
カ
の
諸
研
究
で
も
、
{
呂
廷
機
構

ま
た
は
八
旗
制
度
の
一
環
と
し
て
制
度
的
に
整
理
を
加
え
る
の
み
で

あ
る
。
の
日
何
回
J2rF"
何

ω"
吋
ど
ト
b
h
H
N

円ヨ
-
Y
3
3
・
b

h
円。ロミ
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同
国
民
ミ
ゼ
ミ

G
S
h
h
s
k
V
2
d
b
~
ιぎ
た
に
ど
さ
ま
e
C
E
〈雪印
ユ
可
O
『
の
と
広
O
『
1

2
ω
H
U
Z
E
W
E

S
-
3

∞N1
∞
?
巴
-w
O円

7
Z

〔

γ
呂
町
ミ
s
h
b
c

F
F
H

豆
、
岡
崎
b
H
N
w
s
a
s
s
h片岡町玄
RhheNH札

HH
E
ト
号
宮
、
、

1

3
h
H
~
(
u
b
3
p
ω
g口
{
O吋

ι
C
H
U
U
N
c
o
-
-
日

U
∞

日

(
5
)

な
お
、
侍
衡
の
役
割
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
夙
く
宮
崎
市
定
氏

が
言
及
し
て
い
る
。
「
薙
正
帝
」

『宮
崎
市
定
全
集

一
四
』
岩
波
書
庖
、

一
九
九
一
、
六
七
|
六
八
頁
(
初
出
・
岩
波
新
書
、

一
九
五
O
)。

(
6
)

各
種
あ
る
ヌ
ル
ハ
チ
の
貫
録
に
つ
い
て
は
、
[
松
村
潤
二

O
O
て

-
]
参
照
。
口
同
書
拙
評
、
『
満
族
史
研
究
』
て
二

O
O
二、

一
三
四

一

四

三
頁
。

(7
)

向
指
珊
の
誇
裕
は
未
だ
定
ま
ら
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
か
く
仮
檎

す
る

o
Q
註

(
6
)
前
掲
拙
評
、

二
二
六
頁
。
同
棺
慨
に
つ
い
て

は
、
石
橋
崇
雄
「
清
初
入
関
前
の
無
圏
勃
満
洲
文
檎
案

『先
ゲ
ン
ギ

エ
ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』
を
め
ぐ
っ
て
」
「
東
洋
史
研
究
』
五
八
|

一二
、

一
九
九
九
、
五
二
l
八
三
頁
、
お
よ
び
[
松
村
二

O
O
一
、

W
]
参
照
。

(
8
)

以
下
爾
書
か
ら
の
引
用
は
、
ロ
ー
マ
字
表
記
は
満
文
本
に
よ
り
、

漢
文
本
に
つ
い
て
は
、

『初
集
』
は
鈷
校
本
の
伽

・
頁
敬
、

『通
譜
』

は
影
印
本
の
頁
数
を
附
記
す
る
。
ま
た
、
『
績
集
』
は
影
印
本
の

加
・
頁
数
を
附
記
す
る
。

(
9
)

引
用
史
料
中
、
(
)
は
満
洲
語
原
語
の
提
示
、

〈
〉

は
原
註

・

割
註
、

[
]
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

(
叩
)

『満
洲
賃
銭
』
巻
三
、
丁
未
年
係
(
一
八
八
|
一
九
七
頁
、
お
よ

び
七
四
一
頁
、
註
八
三
)
。
『
蓄
槍
』
高
暦
三
五
年
三
月
係
(
第
一
冊
、

三

・一

O

一
一
頁
/
『
老
棺
』
太
組
1
、
一
ー
ー
四
頁
)
。

(
日
)
周
遠
廉

『清
朝
関
図
史
研
究
』
遼
寧
人
民
出
版
社
、

一
九
八
て

一
九
頁
。
郡
美
琴

『清
代
内
務
府
』
中
園
人
民
大
印
字
出
版
枇
、
一
九

九
八
、

三一

頁
。

(
ロ
)
表
中
の
七
人
の
う
ち
傍
記
の
存
す
る
の
は
ロ

l
ハ
ン
(
表
2
参

照
)
と
、
身
溢
随
侍
の
例
に
嘗
て
は
ま
ら
な
い
ジ
ヤ
イ
サ
(
『初
集
』

巻
二

O
三
)
の
み
で
あ
り
、
ロ
l
ハ
ン
の
類
彰
も
、
入
開
後
の
追
婚

に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
ヤ
今
ル
に
つ
い
て
は

[増
井
寛
也

一
九
九

六、

二
O
一二
頁
、
註
四
七

・
四
八
]
も
参
照
。

(
日
)
今
西
春
秋
「
』
Cω
円
Z

圏
域
考
」
『
東
方
向
学
紀
要
』
二
、
一
九
六

七
、
二
二

・
一
五
|
一
六

・
二
一
|
一
一
一
一
頁
。
以
下
、
地
名
の
考
誼

は
基
本
的
に
同
論
文
に
よ
り
、
註
記
を
省
略
す
る
。

(

H

H

)

[

江
嶋
誇
雄

一
九
四
回
、
四
四
一
頁
、
註
五
]
、
お
よ
び
増
井

「
ク
ル
カ
関
口
『
宮
と
ク
ヤ
ラ
関
口
苫
E
」
『立
命
館
文
撃
』
五
一
四
、

一
九
八
九
、
二
八
頁
。

(
日
)

「
初
集
』
巻
九

(第
一
所
、
一
五
人
頁
)
一
『
綾
集
』
巻
一
五
(
第

フ

才

ヘ

イ
ル
ゲ

ン

六
六
四
所
、
五

一
五
頁
)
。
『
通
譜
』
巻
一

三
呼
納
赫
地
方
伊
爾
根

"
ギ
ョ
o

党
羅
氏
「
納
斉
布
」
師
陣
(
一
九
四
頁
)
。

(
M
M
)

「
派
洲
賓
録
』
巻
二
、
戊
子
年
四
月
繰
(
一
一

O

一
一
三
頁
)
。

(
げ
)
ヌ
ル
ハ
チ
の
本
来
の
姓
氏
は
ギ
ョ
ロ
姓
で
あ
り
、
著
名
な
冠
稀
ア

イ
シ
ン
〉

E
ロ
(
金
の
意
)
は
後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神

田
「
愛
新
党
羅
考
」
『東
方
纂
』
八
O
、
一
九
九
O
、
一

l
l
一一
一頁
。

(
日
)

『綴
集
』
巻
一
五
六
「
庖
爾
漠
」
停
(
第
六
六
六
粉
、
五
八
六

頁
)
。

(
日
)
『
初
集
』
巻
二
ハ
二
「
西
側
巴
札
爾
固
斉
」
俸
(
第
六
加
、

四
O

三
O
頁
)
一

『績
集
」
巻
一
七

一
「
博
爾
菅
」
惇
(
第
六
六
七
班
、
九
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六
頁
)
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
[
常
・
李
一
九
九
三
、
一

O
O
頁
]

に
も
引
か
れ
る
が
、
出
典
の
明
示
は
な
く
、
考
誼
も
な
さ
れ
て
い
な

'v 

(
却
)
『
満
洲
賓
録
』
袋
二
、
愛
未
年
六
月
僚
(
一
二
八
|
一
二
三
頁
)

日
パ
ト
ウ
ル
ア
ン
川
フ
ィ
ヤ
ン
グ

一
「
初
集
』
巻
二
ハ
七
「
領
翁
科
洛
巴
園
魯
安
費
揚
武
」
停
(
第
六

品
川
、
四
一

一
人
頁
)
。

(
幻
)
『
奮
棺
』

「
ム
ク
ン
H

タ
タ
ン
表
」
(
第
五
冊
、
二
二
七
六
頁
/

『
老
槍
』
太
祖
3
、一

一
九
九
|
一
二

0
0
頁
)
、
そ
の
他
の
例
は

「
老
棺
』
太
組
3
、
人
名
索
引
参
照
。
系
譜
は
『
通
語
』
巻
二
三

グ

ナ

ラ

恰
達
地
方
納
剛
氏
「
約
蘭

J

ヘO
O
E
口
」
惇
(
三

O
三
頁
)
。

(
幻
)
『
初
集
』
巻
一
四
七
「
索
尼
巴
克
什
」
傍
(
第
六
所
、
三
七
八
四

頁
)
。

(
幻
)
『
奮
槍
』
寓
暦
四
三
年
二
一
月
僚
(
第

一m
樹、

一
三
一
頁
/
『
老

稽
』
太
租
1
、
五
七
頁
)
一
『
奮
槍
』
天
命
元
年
元
日
係
(
第
一
冊
、

三
二
八
頁
/
『
老
檎
』
太
租
1
、
六
七
頁
)
。

(
M
)

『
奮
檎
』
天
命
六
年
九
月
八
日
係
(
第
三
船
、
一
一
七
四
|
七
五

頁
/
『
老
槍
』
太
組
1
、
一
二
八

O
l三
八
一
頁
)
。

(
お
)
た
だ
し
、
石
橋
氏
の
論
考
は
パ
ヤ
ラ
制
を
専
論
し
た
も
の
で
あ
る

た
め
、
ヒ
ヤ
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
鰯
れ
て
い
な
い
。
パ
ヤ
ラ
と
ヒ

ヤ
と
の
関
係
、
そ
の
組
織
健
系
な
ど
の
諸
問
題
の
検
討
は
他
日
を
期

す
こ
と
と
し
た
い
。

(
お
)
『
初
集
』
巻
一
五
一
一
一

「
臭
奔
」
惇
(
第
六
冊
、

三
八
七
九
頁
)
。

一
六
二
六
年
四
月
の
ナ
ン
ヌ
ク

z
g
m
E
r
攻
滅
と
同
年
九
月
の
ホ

ン
タ
イ
ジ
即
位
の
聞
に
記
事
が
あ
る
。

(
幻
)
「
嘗
棺
』
天
聴
二
年
十
二
月
一
日
係
(
第
六
如
、

131 

二
八
四
七
頁
/

『
老
棺
』
太
宗
l
、
一
八
一
頁
)
。

(
お
)
『
奮
棺
』
天
命
三
年
四
月
候
(
第
一
所
、
三
六
七
頁
/
『
老
棺
』

太
租
1
、
九
七
頁
)
。

(
m
U
)

な
お
、
エ
イ
ド
ウ
(
な
い
し
五
大
臣
)
も
「
遠
投
恰
轄
」
門

E
与印

r
H
M

忌
(
筆
頭
ヒ
ヤ
)
と
の
稽
を
有
し
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
が
、
詳

細
は
明
ら
か
で
は
な
い
[
増
井
二

O
O
て
六
四
頁
、
註

一
O
六
]
。

(ω)
『
奮
稽
』
天
命
六
年
五
月一一
一一
一
日
係
(
第
二
粉
、
六
七
六
頁
/

『
老
槍
」
太
祖
1
、
=
一
一
一
二
頁
)
。

(
お
)
「
初
集
』
巻
一
五
一
一
一
「
臭
奔
」
停
(
第
六
珊
、
三
八
七
八
頁
)
一

『
通
説
己
巻
四
「
呉
舜
」
停
(
八
六
頁
)
。

(
犯
)
「
家
譜
』
の

「
額
宜
都
」
下
に
「

一
女
適
正
白
旗
満
洲
原
任
一
等

子
都
統
呉
奔
」
と
あ
る
。

(
お
)

ヒ
ヤ
集
闘
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
[
増
井
二
O
O
て
五
三
頁
]

で
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
[
陳
文
石
一
九
七
七
、
六
二
四
|

六
二
五
頁
]
も
参
照
。

(
鈍
)
『
奮
槍
」
「
黄
字
棺
」
鍍
黄
旗
勅
書
(
第
四
粉
、
一
九
六
五
頁
)
。

Qe
細
谷
良
夫
「
「
漏
文
原
槍
」
「
黄
字
槍
」
に
つ
い
て
」
『
東
洋
史

研
究
』
四
九
四
、
一
九
九
て
二
九
|
三
二
・
四
一
頁
。

(
お
)
マ
ン
ジ
ュ
世
舎
に
お
け
る
人
質
の
慣
習
に
つ
い
て
は
、

[
河
内
良

弘

一
九
五
九
、
二

O
四
|
二

O
七
頁
]
参
照
。

(
お
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
る
橡
定
で
あ
る
。

(
幻
)
『
初
集
」
巻
二
二

O
「
葉
中
額
」
停
(
第
八
品
川
、
五

Q
三
頁
)
。

(
お
)
『
初
集
」
巻
一
五

O
「
希
爾
根
」
惇
(
第
六
所
、
三
八
二
二
頁
)
。

(
羽
)
旗
王
の
ヒ
ヤ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
橡
定
で
あ
る
。

(ω)
な
お
、
以
下
の
小
結
お
よ
び
第
三
節
1
の
論
旨
は
、
序
論
に
述
べ

『
υ
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た
如
く
[
増
井
二

O
O
て
特
に
五
一
ー
ー
五
四
頁
]
と
も
重
な
る
部

分
が
多
い
。
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

(
H
U
)

『奮
棺
』
天
命
十
年
五
月
一
四
回
線
(
第
四
櫛
、
一
八
九
O
頁

/

『老
償
』
太
植
え
九
七
三
頁
)
。

(
必
)

明
の
侍
衛
制
に
つ
い
て
は
、

『明
史
』
巻
八
九
兵
士
心
「
侍
術
上
直

軍
」
、
お
よ
び
山
崎
清
一
「
明
代
兵
制
の
研
究
(
一
)
」
『歴
史
拳
研

究
』
九
三
、

一
九
四

一
、
二
一

il--
一
一
頁
、
王
天
有

『明
代
園
家
機

構
研
究
』
北
京
大
祭
出
版
紅
、

一
九
九
二
、
二
二
五
頁
。

(
川
町
)
例
え
ば
宿
衛

・
質
子
の
制
と
し
て
は
、
特
に
以
下
が
参
考
に
な
る
。

増
淵
龍
夫
「
戦
園
官
僚
制
の
一
性
格
」
『
新
版
中
園
古
代
の
園
家

と
枇
曾
』
岩
波
書
庖
、
一
九
九
六
、

二
二
五
二
六
五
頁
(
初
出

一

九
五
五
/
一
九
五
九
補
)
、
お
よ
び
池
田
温
「
唐
朝
庭
遇
外
族
官
制

略
考
」
唐
代
史
研
究
曾
編

『惰
唐
帝
園
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
汲
古
書

院
、
一
九
七
九
、

二
五

一
|
二
七
八
頁
。
ベ
g四
uHLg帥

宮
口
問
w

a

国

O
M
g
m
g
目

。
rHロ
命日諸

国

5
5円
〕〉
ョ
同
p
h
h
h
円

H

印

lω
¥
hp
-由
印

M
w

日

u
司

印

O
吋

l
印

N
H

(
H
H
)

な
お
、
元
代
に
お
い
て
漢
語
で
侍
衡
と
揖
刑
さ
れ
た
の
は
ケ
シ
ク
で

な
く
漢
人
主
慢
の
侍
街
親
軍
で
あ
る
が
、
清
の
ヒ
ヤ
l
侍
衡
は
こ
れ

で
は
な
く
、
ケ
シ
ク
に
封
感
す
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
必
)

[
護
一
九
五
二

a
一
b
〕
の
再
評
領
、
お
よ
び
フ
レ
グ
H

ウ
ル
ス

に
お
け
る
ネ
ケ
ル
に
つ
い
て
は
、
志
茂
碩
敏

『モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
研

究
序
説
』
東
京
大
祭
出
版
舎
、
一
九
九
五
、
第
五
部
参
照
。

(
必
)

『醤
棺
』
寓
暦
四

一
年
一
一
一
月
候
(
第

一
般
、
六
八
|
七

O
頁
/

『老
槍
』
太
租
1
、一一一二
|
三
三
頁
)
[
三
田
村
一
九
六
三
|
六
四
、

一一一
四
頁
一
今
西
一
九
七

O
、
五
頁
一
増
井
二

O
O
て
五
一
|
五

二
頁
]
。

(
U
)

周
知
の
如
く
、
一
五
世
紀
以
降
の
モ
ン
ゴ
ル
で
は
大
き
な
政
治
・

枇
曾
的
愛
化
が
生
じ
て
お
り
、
ど
の
程
度
帝
園
時
代
の
遺
制
が
縫
承

さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
の
黙
が
少
な
く
な
い
。
以
下
は
一

試
論
で
あ
り
、
諸
賢
の
ご
批
正

・
ご
敬
一
不
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

(
必
)
こ
の
勅
に
閲
し
て
は
、

[清
水
和
裕
一
九
九
九
、
特
に
二
三
四
頁
]

の
議
論
よ
り
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

(刊
日
)
達
力
札
布
「
明
代
漠
南
蒙
古
歴
史
研
究
』
内
蒙
古
文
化
出
版
枇
、

一
九
九
八
、
二
ハ
四
|
一
六
五
頁
、
お
よ
び
[
、
水
井
匠
一
九
九
九
、

四
八
頁
、
註
九
]
参
照
。

(
叩
)

ヒ
ヤ
H

タ
イ
ジ
に
つ
い
て
は
[
永
井
一
九
九
九
]
、
お
よ
び
[
問
、

四
七
四
八
頁
、
註
二
・
五
]
所
掲
文
献
参
照
。
ま
た
ダ
ユ
ン
川
ヒ

ヤ
に
つ
い
て
は
以
下
を
見
よ
。
森
川
哲
雄

『『
ア
ル
タ
ン
H

ハ
l
ン

停
』
の
研
究
』一
喝
岡
、
一
九
八
七
、
一

三
八
一
三
九
頁
、

5
一
五

九
、
註
一
一
吉
田
順
一
ほ
か

『『
ア
ル
タ
ン
H

ハ
1

ン
傍
』
誇
注
』

風
間
書
房
、

一
九
九
八
、

三
三
三

l
三
三
四
頁
、

S
一
六
二
、
註
二
。

(
日
)
井
上
治
『
ホ
ト
ク
タ
イ
川
セ
チ
エ

ン
H

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
研
究
」
風

問
書
房
、
二

O
O
二
、
五
三

・
七
三
|
七
六
頁
。

(
臼
)
こ
の
人
物
の
活
動
は
『
奮
棺
』
に
頻
出
す
る
。
『
老
槍
』
太
宗
4
、

人
名
索
引
参
照
。

(
臼
)
『
奮
槍
』
天
命
七
年
二
月
候
(
第
二
珊
、
一

O
三
三
頁
/
『
老

棺
』
太
組
2
、
五
四
三
頁
)
。

証明瑛

『開
原
園
説
』
各
下
(
玄
覚
堂

叢
書
影
印
本
、

四
六
六
|
四
七
一
頁
)
。
口
増
井
「
明
末
の
海
西

女
直
と
貢
勅
制」

『立
命
館
文
向
学
』
五
七
九
、
二

O
O一
二
、
六
七
頁
。

コ

ル

チ

J

(
U
A
)

『
初
集
』
巻
一
七
一

「
郭
爾
欽
」
俸

(
第
六
粉
、

四

一
七
八
頁
)
。



(
日
)
『
奮
棺
』
天
聴
九
年
正
月
一
一
一
一
日
係
(
『
奮
満
洲
棺
|
|
天
聴
九

年
』

一
、
東
洋
文
庫
、
一
九
七
二
、
一
八
|
二
三
頁
)
、
ま
た

[和

田
清
一
九
五
八
、
六
六
一
頁
、
註
三
七
]
参
照
。

(
日
)
「
満
洲
貧
録
』
巻
二
、
甲
午
年
燦
(
一
五
O
l
一
五
一
頁
)
一
巻

三
、
乙
巳
年

・
丙
午
候

(
一
八
六
一
八
七
頁
)
。
ホ
ル
チ
ン

・
内

ハ
ル
ハ
諸
部
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

[
楠
木
賢
這

一
九
九
九
二

一

0
0
0
]
参
照
。

(
幻
)
清
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
後
の
ホ
ン
タ
イ
ジ
時
代
の
状
況
に
基

づ
い
た
[
楠
木
二

0
0
0
、
特
に
二
七
|
三
O
頁
]
の
指
摘
を
見
ょ
。

(
関
)
『
大
モ
ン
ゴ
ル
の
世
界
」
角
川
書
底
、
一
九
九
二
、
人
三
頁
。

(
印
)
以
下
の
諸
研
究
を
参
照
し
た
。
鈴
木
董

『オ
ス
マ
ン
帝
園
の
権
力

と
エ
リ
ー
ト
』
東
京
大
拳
出
版
舎
、
一
九
九
三
、
第
I
部
。
同

『オ

文
献
目
録
(
五
十
音
順
)

阿
南
惟
敬
一
九
六
七
「
清
初
固
山
額
虞
年
表
考
」
阿
南
一
九
八
O
、

二
四
三
|
二
六
七
頁
(
原
載

『防
衛
大
曲
学
校
紀
要
』

一
九
七
一
「
清
初
パ
ヤ
ラ
新
考
」
阿
南
一
九
八
O
、
四
九
五
|
五
三
七
頁
(
原
載

『史
的
学
雑
誌
』
八
O
四
)

一
九
八
O
『
清
初
軍
事
史
論
考
」
甲
陽
書
房
。

一
九
八
一
「
清
初
パ
ヤ
ラ
の
形
成
過
程
」

『中
園
近
代
史
研
究
』

一、一
一一
|
四
二
頁
。

一
九
八
八

「
清
初
八
旗
制
下
に
お
け
る
職
官
名
の
漢
字
表
記
改
稀
時
期
」
『
中
園
近
代
史
研
究
』
六
、
二
一
|
三
九
頁
。

二
0
0
0
「
無
圏
鮎
満
洲
文
槍
案

『先
ゲ
ン
ギ
エ

ン
u

ハ
ン
賢
行
典
例
・
全
十
七
係
』」
『園
士
舘
史
皐
』
八
、
(
核
組
)

一
九
七

0
3
2
r
と
阜
衣
」
『朝
鮮
拳
報
』
五
六
、
(
横
組
)
四
|
六
頁
(
「
玄
〉
Z
』C
雑
記
3
」
所
収
)

一
九
四
四
「
明
末
満
洲
に
於
け
る
ガ
シ
ャ
ン
の
諸
形
態
」

『明
代
清
初
の
女
直
史
研
究
』
中
図
書
庖
、

一
九
九
九
、
四
O
七
四
四
三
頁

(
原
載
『
史
淵
』
一
一
一
一
一
)

一
九
九
四
「
清
初
の
満
洲
文
化
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
的
要
素
」
『
松
村
潤
先
生
古
稀
記
念
清
代
史
論
叢
」
汲
古
書
院
、
一
九
|
三
一
一一
頁
。

一
九
三
八
「
清
初
探
牙
鵬
考
」
『
稲
葉
博
士
還
暦
記
念
涌
鮮
史
論
叢
』
稲
葉
博
士
還
暦
記
念
舎
、
二
一
七
|
二
六
八
頁
。

石
橋

江今
嶋酉
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鴛岡
i胤田

山
宗
雄

書事春
雄秋

英
弘

ス
マ
ン
帝
固
と
イ
ス
ラ
ム
世
界
』
東
京
大
事
出
版
舎
、
一
九
九
七
、

第
E
部
。
羽
田
正
「
コ
ル
チ
考
」
『
史
林
』
六
七
三
、
一
九
八
四
、

一
|
一一一一
一頁
。
同
「
シ
ャ

l
・
ア
ッ
パ
ー
ス
の
改
革
と
コ
ル
チ
」

『西
南
ア
ジ
ア
研
究
」
一
一
一
二
、
一
九
八
四
、
二
六
四
六
頁
。
前
田

弘
毅
「
サ
フ
ア
ヴ
ィ
l
靭
期
イ
ラ
ン
に
お
け
る
園
家
韓
制
の
革
新
」

『史
事
雑
誌
』
一

O
七
|

一一一
、
一
九
九
八
、

一
ーー
三
八
頁
。

(
印
)
前
田
直
典

「
元
朝
行
省
の
成
立
過
程
」
『元
朝
史
の
研
究
』
東
京

大
息
子
出
版
曾
、
一
九
七
三
、
一
九
四
l
一
九
五
頁
、
註
一
七
(
初
出

一
九
四
五
)
、
お
よ
び
[
本
田
賓
信
一
九
五
三
、
二
三
|
二
七
頁
]
。

(
臼
)
[
松
浦
一
九
八
四
、
第
一
章
]
、
お
よ
び
社
家
験
「
清
代
宗
室
分

封
制
述
論
」

『枇
曾
科
挙
輯
刊
』
一

九
九

一
l
四
、
九
O
|
九
五
頁
。

133ー

一
五
)

一

四
九
頁
。
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1可
内

神
田

楠
木

佐
伯

清
水

都
畑
啓
慶

常
江

・
李
理

杉
山
品
川
彦

鈴
木

陳

文
石

本永
田井

良
弘

一
七

一
|
一
二
O
頁

(原
載

『朝
鮮
学
報
』

信
夫

一
九
五
九
「
李
朝
初
期
の
女
長
人
侍
街
」

『明
代
女
員
史
の
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、

一
四
)

一
九
五
八
「
清
初
の
貝
勅
に
つ
い
て
」
『東
洋
拳
報
』
四
O
|
四
、

一
|
二
三
頁
。

一
九
六
O

「消
初
の
文
舘
に
つ
い
て
」
『東
洋
史
研
究
』
一

九
l
三
、
三
六
|
五
二
頁
。

一
九
九
九
「
清
初
、

入
関
前
に
お
け
る
ハ
ン

・
皇
帝
と
ホ
ル
チ
ン
部
首
長
暦
の
婚
姻
関
係
」

『内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』

頁
。

二
0
0
0
「
天
聴
五
年
大
凌
河
攻
城
戦
か
ら
み
た
ア
イ
シ
ン
園
政
権
の
構
造
」
『
東
洋
史
研
究
』
五
九
|
三
、

一
|
三
四
頁
。

一
九
六
八
「
清
代
の
侍
衡
に
つ
い
て
」
『
中
園
史
研
究
第
二
」
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
七
一
、
一
一
一
二
三
|
三
四
八
頁
(
原
載
『
東
洋
史
研

究
」
二
七

l
一一)

一
九
九
九
「
マ
ム
ル
l
ク
と
グ
ラ
1
ム
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一

O』

(
新
版
)
岩
波
書
庖
、
一
一
二
三

l
二
四
五
頁
。

二
0
0
0
「
グ
ラ
l
ム
の
諸
相
」

『西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
五
二
、
三
八
五
八
頁
。

一
九
七
三

「元
代
的
宿
衛
制
度
」

『元
代
史
新
探
』
新
文
輩
出
版
公
司
、

一
九
八
三
、
五
九

|
一
一
一

頁
(
原
載

『溢
政
研
究
所
年
報
』
囚
)

一
九
九
三
『
清
宮
侍
術
』
遼
寧
大
島
一出
版
社
。

一
九
九
人
「
清
初
正
藍
旗
考
」

「史
祭
雑
誌
』
一

O
七
|
七
、

一
|
三
人
頁
。

二
O
O
一

a
「
清
初
八
旗
に
お
け
る
最
有
力
軍
園
」
『内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
一

六、

一
三
|
三
七
頁
。

二
O
O
一

b

「
八
旗
旗
王
制
の
成
立
」
『
東
洋
事
報
』
八
一一一
|

て

五
三
|
八
三
頁
。

二
O
O
一

a
「
薙
正
帝
に
よ
る
旗
王
統
制
と
八
旗
改
革
」

『史
境
』
四
二
、
四
六
|
六
回
頁
。

二
O
O
一

b

「
薙
正
帝
と
藩
邸
奮
人
」
『
枇
曾
文
化
史
撃
』
四
二
、
一
八
|
四
一
頁
。

二
O
O
一

c
「
薙
正
初
年
の
戸
部
銀
庫
肪
空
事
件
か
ら
み
た
清
朝
支
配
構
造
の
特
質
」
『
東
洋
皐
報
』
八
一
一
一
1

二
一
、
六
一
二
|
九
二
頁
。

一
九
七
七
「
清
代
的
侍
街
」

「明
清
政
治
枇
曾
史
論
』
下
冊
、
撃
生
書
局
、
一
九
九
て
六
一一一二
|
六
四
九
頁
(
原
載
『
食
貨
月
刊
復
刊
』

七

六

)

一
九
九
九
「
恰
牽
吉
の
事
績
」

『史
滴
』
二
一

、
三
四
|
四
八
頁
。

一
九
五
二

「
チ
ン
ギ
ス

・
ハ
ン
の
十
三
翼
」
本
田
一
九
九

一
、

一
|
一
六
頁

(原
載

『東
方
向
芝
四
)

一
九
五
三

「チ
ン
ギ
ス
・

ハ
ン
の
千
戸
制
」
本
国

一
九
九

て
一

七
|
四
O
頁
(
原
載

『史
皐
雑
誌
』
六
一一
|
六
)

一
九
九

一
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
研
究
』
東
京
大
挙
出
版
曾
。

-134-

一
九
九
二
、

賢
遁

一
四
、
四
五
|
六

官
同手口

裕
員匠貿

信



増
井

松
浦

松

村

潤

三
田
村
泰
助

村
上

5菱箭

内

亙

劉

小

萌

和
田
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一
九
九
六
「
漏
族
ギ
ヨ
ル
チ
ャ
・
ハ
ラ
考
」
『立
命
館
文
撃
』
五
四
回
、
一
七
二
|
二

O
四
頁
。

一
九
九
七
「
明
末
建
州
女
直
の
ワ
ン
ギ
ヤ
部
と
ワ
ン
ギ
ャ
・
ハ
ラ
」

『東
方
事
』
九
三
、
七
二
|
八
七
頁
。

一
九
九
九
「
ヌ
ル
ハ
チ
勃
興
期
の
事
跡
補
選
」
『
大
垣
女
子
短
期
大
拳
研
究
紀
要
』
四
O
、
四
三
五
五
頁
。

二
O
O
一
「
グ
チ
ュ
宮

2
考
」
『
立
命
館
文
民
己
五
七
二
、
(
横
組
)
二
五
l
六
六
頁
。

一
九
八
四
「
天
命
年
間
の
世
職
制
度
に
つ
い
て
」

『東
洋
史
研
究
』
四
二
|
四
、

一
O
五
|
一
一
一
九
頁
。

一
九
九
五
『
清
の
太
租
ヌ
ル
ハ
チ
」
白
帝
祉
。

二
O
O
一
『清
太
租
資
銀
の
研
究
』
東
北
ア
ジ
ア
文
献
研
究
曾
。

一
九
六
二
「
初
期
満
洲
八
旗
の
成
立
過
程
」

三
田
村

一
九
六
五
、
二
八
三
|
三
二
二
頁
(
原
載
『
清
水
博
士
追
悼
記
念
明
代
史
論
叢
」
大

安
)一

九
六
三
|
六
四
「
ム
ク
ン
・
タ
タ
ン
制
の
研
究
」
一
一一
田
村
一
九
六
五
、
一

O
七
|
二
八
二
頁
(
原
載
『
明
代
満
蒙
史
研
究
』
京
都
大
祭
文

撃
部
/
『
立
命
館
文
挙
』
一一二
三
)

一
九
六
五

『清
朝
前
史
の
研
究
』
東
洋
史
研
究
舎
。

一
九
五

一
「
チ
ン
ギ
ス
汗
帝
図
成
立
の
過
程
」
村
上
一
九
九
三
、
二
二
九

|
一
七
二
頁
(
原
載
『
歴
史
向
学
研
究
」
一

五
四
)

一
九
六
二
「
モ
ン
ゴ
ル
朝
治
下
の
封
巴
制
の
起
源
」
村
上
一
九
九
三
、
一
七
一
一
一
|
二

O
六
頁
(
原
載
『
東
洋
挙
報
』
四
四
一
二
)

一
九
九
三

『モ
ン
ゴ
ル
帝
園
史
研
究
』
風
間
書
房
。

一
九
五
二

a
E
書
官
考
序
説
」

『東
方
向
学
』
五
、
五
六
|
六
人
頁
。

一
九
五
二
b

「H
A
D
E
『
考
」
『史
筆
雑
誌
』
六
一
ー
ー
八
、
一

ーー
二
七
頁
。

一
九
一
ム
ハ
「
元
朝
怯
醇
考
」

『蒙
古
史
研
究
』
万
江
書
院
、
一
九
三
O
、
一
一
一
一
一
一
六
二
頁
(
原
載

『東
洋
拳
報
』
六
三
)

一
九
九
四
「
満
族
肇
興
時
期
所
受
蒙
古
文
化
的
影
響
」
『
漏
族
的
枇
曾
奥
生
活
』
北
京
圏
書
館
出
版
社
、
一
九
九
八
、
三
七
五
l
三
八
六
頁

(
原
載

『祉
曾
科
撃
戦
線
」
一

九
九
四
|
六
)

一
九
五
二
「
清
の
太
極
の
顧
問
襲
正
隆
」

『東
亜
史
研
究
(
満
洲
篇
)
』
東
洋
文
庫
、

報
』一一一
五
|

一)

一
九
五
八
「
察
恰
爾
部
の
愛
遷
」
『
東
亜
史
研
究
(
蒙
古
篇
)
』
東
洋
文
庫
、

ーー

一
・
一
一
)

寛
也

茂正
雅
夫清
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一
九
五
五
、
六
三
七
|
六
四
九
頁
(
原
載

『東
洋
撃

一
九
五
九
、
五
一
一
一
六
六
六
頁
(
原
載
『
東
洋
準
報
』

四
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[
附
記
]

本
稿
の
論
旨
は
、
平
成
一
四
年
七
月
に
第
三
九
回
野
尻
湖
ク
リ
ル
タ
イ
(
日
本
ア
ル
タ
イ
挙
舎
)
に
お
い
て
行
な
っ
た
口
頭
後
表
「
清
初
侍
衛

考
」
の

一
部
に
常
た
る
。
席
上
種
今
の
助
言
を
賜
っ
た
諸
氏
に
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
平
成

一
四
年
度
文
部
省
科
撃
研
究
費
補
助
金

(特
別
研
究
員
奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

[
補
記
]

本
稿
脱
稿
後
、
内
回
直
文
「
清
朝
康
配
…
年
聞
に
お
け
る
内
廷
侍
衡
の
形
成
」

『歴
史
筆
研
究
』
七
七
四
、
二

O
O
三
、
二
九
四
五
頁
、
が
愛
表

さ
れ
た
。
康
限
年
間
と
題
す
る
も
の
の
、
安
際
に
扱
う
範
囲
は
順
治
l
康
配
…
初
の

一
六
五
0
1
六
0
年
代
で
あ
り
、
同
論
文
に
は
本
稿
、
お
よ
び
そ
れ
に
先

立
つ
口
頭
報
告
「
清
初
侍
衛
考
」
(
附
記
参
照
)
と
重
な
る
部
分
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
一

結
の
み
言
及
し
て
お

く
と
、
侍
衡
が
「
北
方
民
族
的
な
制
度
の

一つ
と
し
て
知
ら
れ
」
、
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
か
ら
「
ハ
ン
の
側
近
集
固
と
し
て
存
在
し
た
」

(二
九
頁
)
と
通
説
的
前

提
と
し
て
氏
が
述
べ
る
内
容
は
、
私
は
、
増
井
氏
が
先
駆
的
に
指
摘
し
、
本
稿
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
論
誼
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
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highest‘ranking deity of the afterlife,ａ celestial emperor. The relatives of the de’

ceased would seek to have the envoy of the Celestial Thearch drive off the demon

who was responsible for epidemics and who clung to the deceased and also to im-

plore it not to attack the living. In such cases the phrase “the living and the dead

shaU each travel a different road” was emphasized. However, considering the real-

ity of widespread epidemics 注病of the Jian-an era of the Later-Han, the fear of

epidemics was surely extreme, and the phrasing“jieｚｈｕ”解注was often em-

ployed, indicating that people sought thereby to drive off the epidemics.

　　

Nevertheless, when it comes to the tickets from tombs and bⅢS of property

sales of the Liu-Song and Southern Qi from around the fifth century, in place of

the Celestial Thearch of the Later Han, there is found the deification of Ｔ幽hang

Laojun太上老君, written together with the Wujidadao deity 無極大道（榊），

which was elevated to the same level of divinity and which played the same role

as Taishang Laojun. Ｆぼthermore, in place of the envoy of the Celestial Thearch,

the divinity caU Niiqing 女青also appeared. In addition, among these ｅχcavated

materials there is also found the phrase “statutes of the mystical capital” 玄都律

文. These findings wiU surely be a great assistance in interpreting the contents

and the period of creation of Daoist texts such as the ＳｃｒiptｕｒｅｏｆtｈｅＩｎｎｅｒＥｘ-

1)1四面回ｓ ０/ tｈｅＴｈｒｅｅＨｅａｖｅｎｓ三天内解, theＤｅｍｏｎ Ｓぱｕｅｓof tｈｅＮ匈湘女青

鬼律, and the Ｔｅｘtof the Ｓぱ;ｕtｅｓof tｈｅＭｙｓticol　Ｃａｐｉtal玄都律文．

THE HIYA SYSTEM IN THE REIGN OF nurhaCi：AN

　　　

INTRODUCTION TO ＡRESEARCH OF THE

　　　　　　

IMPERIAL GUARD IN THE EARLY

　　　　　　　　　

MANCHU-QING EMPIRE

SUGIYAMA Kiyohiko

　　

The Manchu Khanate (ｍａｎＪＭ　ｍｒｖｍ),　ｅｓtablishedby Nurhaci or Emperor

Taizu, was organized on the system of the Eight Bannersりａ随ａ ｍｓａ)．whichwas

continued to serve as the structure of the ruling eliteof Qing 清Empire after con-

quest of China. The structure of the Eight Banners is generally seen as either a

pyramid-shaped hierarchy or ａ federation of banner princes (beile),including the

khan, or emperor. However, if viewed ＆ｏｍthe perspective of the vicinityof the

rulers, particularlyif observing the formation of the state, the presence of ａgroup

of attendants or bodyguards con!es into focus. The core of these was the imperial

　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



guard, known as んり･a,and later s仙雨侍衛.

　　

Firstly,l have considered the process of the formation of the み砂αsystem.

The firstperiod is of small and mid-sized chieftainprior to 1587. In this period the

duties of groups of subjects were not yet divers迂ied,therefore many of attendants

were household servant, and tJieword hiya was not yet seen. The second period

was that of the foundation of the firstcapitalFe Ala, after 1587, when accompany-

ing the extension of state power, subjects of the chieftain class were assigned to

serve as personal guards, and the guardsmen began to be trained within the

palace. The third period was that of the anneχation of Hada and the transfer of the

capitalto Hetu Ala in which the existence of the appellation血汐acan be confirmed,

and during which the み心,αsystemwas firmly established.

　　

Secondly, I have considered their duties and special character. The chief

duties of the みiyawere 1) serve as escorts to the khan, 2) guard the palace on an

everyday bases, and 3) various services as personal associates of the khan. The

duties of the later 功加石were thus inherent in the ん砂αofthe age of Nurhaci. The

essence of the h句ａwas in it being a group of personal attendants on the monarch.

In addition to the basic mission of guarding the monarch, they were referred to as

the personal associates of the monarch. Their most important function resided in

the placement of aU former chieftainsand their offspring as subjects in the hierar-

chy in which Nurhaci was father and master. In this sense, the hiya was an orga-

nizationthat reared the present and future talent pool and that also had an aspect

of hostage and re-educating personnel along with rewards and special treatment.

The /z汐αwasin this relationshipalso the comrade (ｅｍｕ)ofthe master.

　　

Thirdly, I have considered the origin of the system. The special character of

theみ汐αsystem is extremely similar to that of the　feeｓtｆｉsystemof the Mongol

Empire. Their customary duties, which resembled those of the　feeｓtｇ.０ｒnokiir-like

system, could be carried on as ａ vestige of the Mongol period. One can image ａ

process of adoption in which, ０ｎthe basis of this vestigialsystem, the position and

appellationみ砂αas the aides to the Mongol chieftains was introduced from the

Mongol tribesin the second half of the 16*^ century.

　　

Judging from the above, it may be concluded that the　hiｙａwasan personnel

organization corresponding to the ｋ§址of the Mongol Empire, functioned as the

core of centripetal structure under the Eight Banners. The initialperiod of the

Manchu Khanate or Qing Empire maintained the Central Eurasian principle of

national organization represented by the Mongol Empire, and the みzyαsystem

together with theｇｕｃｕ「elationship formed its core. As regards the みびαandother

organizations of personal associates of the Manchu rulers, it should be recognized

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－j－



that it had much more in common with the　feeｓigof the Mongol Empire, the ｋ砂t

んulu of the Ottoman Empire, and the 診りlam of the Safavid Dynasty rather than

those of Ming China.

- ｊ
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